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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

本町では、令和３年３月に「北竜町第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定

し、「高齢者が安心して快活に過ごせるまち」を基本理念として、生涯にわたって生き生きと心

身ともに健康で、生きがいや楽しみがある生活を送り、介護が必要となっても尊厳を持って地

域で暮らし続けられるまちづくりを進めてきました。 

今回策定する「北竜町第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（以下、「本計画」と

いう。）は、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年を視野に入れつつ、誰もがより長く元気

に活躍できる社会の実現を目指すため、給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の

確保が求められることになります。 

足下においては、これまでの経年的な変化の把握を行うとともに、高齢者の状況・意向の実

態把握を行い、総合的な高齢者保健福祉施策のさらなる推進と円滑な実施を目指していく必要

があります。 

全国的な傾向と同様、北竜町においても高齢者の単身・夫婦のみ世帯などの増加に伴い、生

活支援の必要性も高まっています。今後は、見守り・安否確認、外出支援、家事支援などの生

活支援・介護予防サービスを充実させていくとともに、認知症高齢者を地域で支えるために、

早期診断等を行う医療機関、介護サービス、見守り等の生活支援サービス等を充実させていく

必要があります。 

本計画では、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の

実現を目指し、これまでの成果や課題、新たな国の動向を踏まえ、北竜町らしい地域包括ケア

システムの深化・推進を目指します。 

■国における第９期介護保険事業計画の位置付け 

 

  

第８期計画  

第９期計画 

第10期計画 第11期計画 
令和３～５年度 
（2021～2023）） 

令和６～８年度 
（2024～2026） 

令和９～11 年度 
（2027～2029） 

 

令和 12～14 年度 
（2030～2032） 

 
2025 年 

団塊の世代が 75 歳に 

＜2040 年を展望し、社会保障の持続可能性を確保＞ 
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２ 計画の根拠法と位置付け 

高齢者保健福祉計画は、「老人福祉法」に基づく市町村老人福祉計画として、また、介護保険

事業計画は「介護保険法」に基づく市町村介護保険事業計画として策定する計画です。 

本町においては、道の計画作成指針に則しつつ、介護予防の観点からも、高齢者の保健・福

祉・医療分野の連携による総合的な取組が不可欠であることから、「高齢者保健福祉計画」と「介

護保険事業計画」を一体の計画として策定しています。 

また、本計画は成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第１項に基づく成年後見制度

利用促進基本計画として位置付け、成年後見制度を必要とする人の早期発見と利用促進を図る

ための支援体制づくりを推進します。 

 

 
 

 
 

 
  

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以

下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町

村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。 

老人福祉法 

第20条の８ 

市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護

保険事業計画」という。）を定めるものとする。 

介護保険法 

第117条第１項 

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村

の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基

本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等

に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

成年後見制度の

利用の促進に関

する法律 

第14条第１項 
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３ 他計画との関係 

本計画は、北竜町のまちづくりの基本構想及びこれに基づく基本計画を定めた「北竜町総合

計画」の健康・福祉分野の個別計画として高齢者施策を総合的に展開します。また、高齢者保

健福祉に関連する国、道並びに各所管で定める福祉関連計画や防災関連計画など関連個別計画

と調和させ、整合性を図りながら取り組んでいくこととします。 

■本計画と他の計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

本計画の計画期間は令和６年度から令和８年度までの３年間とし、本計画の最終年度である

令和８年度に見直しを行います。 

 

令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
９年度 
(2027) 

令和 
10年度 
(2028) 

令和 
11年度 
(2029) 

         

 

  

第 10 期高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画 

(成年後見制度利用促進基本計画) 

 

第９期高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画 

(成年後見制度利用促進基本計画) 

見直し 

見直し 

第８期高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画 

北竜町総合計画 

高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画 

(成年後見制度利用促進基本計画) 

整合 

そ
の
他
の
個
別
計
画 

整合 

国
・
道
の
計
画
及
び
指
針 

反映 

整合 
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５ 計画の策定体制 

（１）北竜町高齢者福祉推進協議会の設置 

関係各課・機関と適宜連絡調整を行うとともに、保健医療福祉関係者等による「北竜町高

齢者福祉推進協議会」を設置し、本計画の審議を行いました。 

 

（２）意向の把握 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

地域の課題や必要となるサービスの把握や分析を行うため、65歳以上の自立高齢者及び

要支援１・２の認定を受けている高齢者を対象とした日常生活圏域ニーズ調査を実施し、

計画策定の基礎資料としています。 

 

②在宅介護実態調査の実施 

要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者の就労継続の実現に向け、介護サ

ービスの在り方を検討し、計画に反映させることを目的として実施しました。 

 

６ 日常生活圏域の設定 

高齢者が、要介護状態となっても住み慣れた地域で生活を続けることができるよう、必要な

サービスが継続的かつ包括的に提供できるエリアとして、町の面積、高齢者人口等を勘案し、

町内を１つの日常生活圏域として設定しています。 
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７ 国の基本指針 

第９次介護保険事業計画においては、第８次での目標や具体的な施策を踏まえ、団塊ジュニ

ア世代が高齢者になる2040年を展望しながら、高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的

に見据えた位置付けとなることが求められます。 

■第９次介護保険事業計画において記載を充実する事項

１ 介護サービス基盤の計画的な整備 

 

○中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種別の

変更など既存施設・事業所の在り方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤を

計画的に確保していく必要性 

○医療・介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化 

○サービス提供事業者を含め、地域の関係者とサービス基盤の整備の在り方を議論すること

の重要性 

○居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備

を推進することの重要性 

○居宅要介護者の在宅生活を支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅

介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスのさらなる普及 

○居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅

療養支援の充実 
 

２ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

 

○総合事業の充実化について、第９期計画に集中的に取り組む重要性 

○地域リハビリテーション支援体制の構築の推進 

○認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含む家族介護者支援の取組 

○地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備等 

○重層的支援体制整備事業等による障がい者福祉や児童福祉など他分野との連携促進 

○認知症施策推進大綱の中間評価を踏まえた施策の推進 

○高齢者虐待防止の一層の推進 

○介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進 

○地域共生社会の実現という観点からの住まいと生活の一体的支援の重要性 

○介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための情報基盤を整備 

○地域包括ケアシステムの構築状況を点検し、結果を第９期計画に反映。国の支援として点検

ツールを提供 

○保険者機能強化推進交付金等の実効性を高めるための評価指標等の見直しを踏まえた取組

の充実 

○給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化、介護給付費の不合理な地域差の改

善と給付適正化の一体的な推進 
 

３ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上の推進 

 

○ケアマネジメントの質の向上及び人材確保 

○ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取組の推進 

○外国人介護人材定着に向けた介護福祉士の国家資格取得支援等の学習環境の整備 

○介護現場の生産性向上に資する様々な支援・施策に総合的に取り組む重要性 

○介護の経営の協働化・大規模化により、サービスの品質を担保しつつ、人材や資源を有効に

活用 

○文書負担軽減に向けた具体的な取組（標準様式例の使用の基本原則化、「電子申請・届出シ

ステム」利用の原則化） 

○財務状況等の見える化 

○介護認定審査会の簡素化や認定事務の効率化に向けた取組の推進 

[出典]社会保障審議会（介護保険部会 第107回）資料より 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

１ 高齢者の現状 

（１）総人口の推移 

住民基本台帳をもとに年齢３区分別の人口をみると、年少人口（0～14歳）及び生産年齢人

口（15～64歳）と同様に高齢者人口（65歳以上）も減少している状況にあり、令和５年の高齢

者人口は752人となっています。高齢化率は上昇が続いており、令和５年は45.7％となってい

ます。 

■年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

 
[出典]住民基本台帳（各年９月末現在） 

 

■年齢３区分人口別割合の推移 

 

[出典]住民基本台帳（各年９月末現在） 

162 158 162 157 154 158

894 874 837 797 772 736

818 790 765 765 763 752

1,874 1,822 1,764 1,719 1,689 1,646

43.6 43.4 43.4 44.5 45.2 45.7
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(2022年)
令和5年

(2023年)

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率

（人） （高齢化率）

8.6 8.7 9.2 9.1 9.1 9.6

47.8 47.9 47.4 46.4 45.7 44.7

43.6 43.4 43.4 44.5 45.2 45.7
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令和元年
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令和2年
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令和5年

(2023年)

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
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（２）高齢者人口の推移 

高齢者人口の内訳をみると、前期高齢者（65～74歳）は年度ごとに増減はあるもののおお

むね減少傾向にあります。一方、後期高齢者（75歳以上）は令和３年まで減少が続いていま

したが、令和４年から増加に転じている状況です。 

また、総人口に占める後期高齢者の比率はゆるやかに上昇しています。 

■高齢者人口の推移 

 
[出典]住民基本台帳（各年９月末現在） 

 

（３）40～64 歳人口の推移 

40～64歳（第２号被保険者）の人口は令和２年から減少が続いており、令和５年には476人

となっています。 

40～64歳人口比率（総人口に占める40～64歳人口の割合）は令和２年の29.6％を頂点にゆ

るやかな下降傾向となっており、令和５年には28.9％となっています。 

■40～64 歳人口の推移 

 

[資料]住民基本台帳（各年９月末現在） 

323 296 287 296 285 264

495 494 478 469 478 488

818 790 765 765 763 752

26.4 27.1 27.1 27.3 28.3 29.6
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前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上） 後期高齢者比率

（人） （後期高齢者比率）

533 537 522 502 491 476

28.4 29.5 29.6 29.2 29.1 28.9 
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（４）世帯数の推移 

一般世帯数は減少を続けており令和２年には733世帯となっています。 

総人口と一般世帯数から求められる世帯あたり人員も、平成17年の2.9から令和２年には

2.4まで減少しており、核家族化の進行がうかがえます。 

また、高齢者世帯を世帯類型別にみると、高齢者世帯に占める１人暮らし世帯の割合は増
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■総人口と世帯数の推移 

 

■高齢者世帯の推移 

 

■世帯類型別高齢者世帯の推移 

 
[出典]上記グラフすべて国勢調査 
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２ 地域包括ケアシステムの状況 

（１）地域包括支援センター 

北竜町地域包括支援センターは平成18年４月に町直営で設置され、保健師・社会福祉士等

の専門職が配置されています。高齢者やその家族の相談、介護予防教室、認知症予防事業に

取り組んでいます。 

また、運営協議会を開催し、地域包括支援センターの現状及び課題の把握、対応等の検討

を行っています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配置職員 職員数（人） 7 7 7 

運営協議会 実施回数（回） 1 1 1 

 

（２）地域ケア会議 

個別事例の検討を通じて、地域の支援者を含めた多職種協働によるケアマネジメント支援

を行うとともに、地域のネットワーク構築や地域課題の掌握を行い、地域に必要な資源開発

や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげることを目指し

ています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域ケア個別会議 開催回数（回） 8 12 12 

地域ケア推進会議 開催回数（回） 5 8 10 

※令和５年度は予定回数 

 

（３）在宅医療と介護の連携事業 

平成28年度より北空知１市４町で北空知地域医療・介護連携支援センターに委託して在宅

医療・介護連携推進事業を実施しています。 

主に医療・介護情報共有支援の在り方、切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築、医

療・介護関係者による多職種連携による研修会、地域住民への啓発に取り組んでいます。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

多職種による研修会 開催回数（回） 2 2 2 

運営会議 開催回数（回） 3 3 4 

※令和５年度は予定回数 
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（４）認知症対策 

高齢化により認知症の方の増加が見込まれる中、北竜町では以下の対策に取り組んでいます。 
 

①認知症サポーター養成事業 

認知症についての正しい理解を持ち、見守ることができる認知症サポーターを養成する

ことで、認知症の人とその家族が地域で安心して生活できる環境づくりを行っています。 

また、これまでに認知症サポーター養成講座を受講したことがある方を対象として、認

知症についてさらに知識や対応スキルを向上させるための、認知症サポーターステップア

ップ講座の開催を始めています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症サポーター養成講座 開催回数（回） 2 2 2 

認知症サポーター 人数（人） 38 18 26 

認知症サポーターステップア
ップ講座 

開催回数（回） - - 6 

ステップアップ講座受講数 人数（人） - - 46 

※令和５年度は予定回数及び人数（小学校４年生：６名、中学校２年生：20名） 

 

②認知症初期集中支援推進事業 

平成29年４月から、北空知１市４町で認知症初期集中支援チームを設置して認知症初期

集中支援推進事業を実施しており、平成29年度に１件支援を実施しています。 

この事業では、在宅で生活しているが認知症が疑われる人または認知症の人で医療、介

護サービスを受けていない、または中断している人等に医師をはじめとする専門職がチー

ムで早期介入し、自立生活のサポートを行っています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症初期集中支援チーム
員研修修了者 

人数（人） 2 3 3 

認知症初期集中支援事業研
修会（広域） 

開催回数 0 0 1 

 
 

③認知症地域支援・ケア向上推進事業 

平成29年度より認知症地域支援推進員を配置して以下の活動を実施しています。 

・認知症のご本人、家族への相談支援 

・ボランティア等への認知症サポーター養成講座 

・認知症サポーターステップアップ講座の実施 

・認知症物忘れ相談の実施 

・認知症ケアパスの作成・普及啓発 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症地域支援推進員 配置人数（人） 1 1 1 
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④認知症予防事業 

認知症の予防に向けて、平成29年度から令和元年度までの３年間、北翔大学・ＮＰＯソ

ーシャルビジネス推進センター、コープさっぽろと共催で、70歳以上の方を対象としてあ

たまの元気度テストを実施してきました。 

その後事業内容を変更し、令和４年度に「脳体力トレーナーCogEvo」を導入した脳機能

のトレーニングを実施し、令和５年度には脳の健康度セルフチェックツール「のうKNOW®」

を活用した取組を推進しています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症予防事業参加者 延べ参加人数（人）  44 94 

※令和５年度は実績見込み 

（５）生活支援体制整備事業 

平成28年７月に北竜町生活支援等サービス体制整備協議会を設置しました。また、生活

支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を配置し、北竜町生活支援等サービス体制

整備協議会と協働しながら、ボランティア団体、地縁組織等に地域支援とネットワークづ

くりを図り、地域資源の把握・情報の共有、地域の課題等について連携を図っています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活支援コーディネーター 配置人数（人） 2 2 2 
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３ 高齢者福祉サービスの状況 

（１）高齢者等の生活支援 

高齢者等の生活支援サービスとして電話サービス、除雪サービス、移送サービスの軽度

生活支援を毎年度実施しています。 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

電話サービス 利用者数（人） 43 45 47 

除雪サービス 利用者数（人） 12 12 ― 

移送サービス 利用者数（人） 13 11 12 

洗濯サービス 利用者数（人） 0 0 2 

生活管理指導 利用者数（人） 3 0 0 

配食サービス 利用者数（人） 15 17 12 

※令和５年度は６月末現在の実績 

（２）生きがい活動支援 

生きがい活動支援事業は令和２年度より、福祉センターから地域支え合いセンターに会

場を変更し、回数を増加して実施しています。 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生きがい活動支援 利用者数（人） 60 69 45 

※令和５年度は６月末現在の実績 

 

（３）家族介護支援 

在宅介護サービス利用手当は、要介護３～５の方で在宅介護サービスを利用している場

合に１ヶ月9,000円を支給しています。 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

在宅介護サービス利用手当 延べ件数（件） 94 89 88 

※令和５年度は実績見込み 
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（４）高齢者向け住環境 

①高齢者住宅 

町内の高齢者の住まいとして高齢者住宅48戸が整備されています。 
 

団地名 戸数（戸） 

なごみ団地（和本町） 8 

いちい団地（和東町） 32 

みどり団地（碧水） 8 

 
②入所・入居施設 

町内の介護保険施設サービス及び高齢者の住まいの整備状況は下表のとおりです。 

養護老人ホームは町内にありませんが、他市町村の施設を利用しています。 
 

サービス 施設名 定員（人） 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム「北竜町永楽園」 80 

認知症対応型共同生活介護 グループホーム碧水 18 

 
③人にやさしい住環境整備事業（住宅改修） 

より良い在宅生活が送られるよう、バリアフリー等の改築工事の軽費に対し助成を行っ

ています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人にやさしい住環境整備
事業（住宅改修） 

申請件数（件） 1 1 1 

助成金額（千円） 500 500 500 

※令和５年度は６月末現在の実績 
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（５）その他の高齢者福祉事業 

①老人クラブ 

老人クラブは、社会奉仕活動、生きがいを高めるための活動や健康づくりのための活動

を総合的に実施しています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

単位老人クラブ 団体数（団体） 13 13 13 

登録会員 会員数（人） 501 503 502 

※令和５年度は６月末現在の実績 

 
②緊急通報システム 

高齢者のみの世帯等を対象に緊急通報システムを貸与し、病気、事故等の非常時におけ

る安全確保に努めています。今後とも高齢者世帯の増加に伴い、設置台数を増加する予定

です。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

緊急通報システム 設置台数（台） 53 50 48 

※令和５年度は６月末現在の実績 

 
 

４ 保健事業の状況 

健康教育や健康相談など健康づくりの普及・啓発や各種検診等により、高齢者一人ひとり

が健康づくりに取り組めるよう支援を行っています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

こころの健康教室 
（メンタルヘルス講演会） 

開催回数（回） 2 5 3 

老人クラブ健康教室 開催回数（回） 10 11 13 

特定健診 受診率（％） 48.2 45.5 50.5 

後期高齢者健診 受診率（％） 17 18.4 18.1 

高齢者インフルエンザ 
ワクチン接種 

接種率（％） 60 64.4 61.1 

高齢者肺炎球菌ワクチン
接種 

接種率（％） 30.3 16.2 19.3 

※令和５年度は実績見込み 
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５ 介護保険事業の実施状況 

（１）第１号被保険者数と認定者数の状況 

第１号被保険者数の実績は計画値を上回って推移しており、令和５年度の実績は対計画比

で104.6％となる見込みです。 

要介護認定者数の実績も計画値を上回って推移しており、令和５年度の実績は対計画比で

110.5％となる見込みです。 

■第１号被保険者数の計画値と実績値 

 

[出典]介護保険事業報告月報（各年９月末現在） 

 

■要介護認定者数の計画値と実績値 

 
[出典]介護保険事業報告月報（各年９月末現在） 

  

747 733 717764 760 750

102.3 103.7 104.6

0%

40%

80%

120%

0

500

1,000

1,500

令和３年度

（2021年度）

令和４年度

（2022年度）

令和５年度

（2023年度）

計画 実績 対計画比

（人） （対計画比）

136 138 133 140 141 147 

102.9 102.2
110.5

0%

40%

80%

120%

0

100

200

300

令和３年度

（2021年度）

令和４年度

（2022年度）

令和５年度

（2023年度）

計画 実績 対計画比

（人） （対計画比）



第２章 高齢者を取り巻く状況 

16 

（２）要介護認定率と要介護度の推移 

要介護認定率は令和２年度の17.7％から増加を続けており、令和５年度は19.6％となって

います。性別と年齢の影響を受けないように調整した調整済認定率※1の推移をみると、北竜

町は全国・北海道よりも低く推移しています。 

■要支援・要介護認定者数と認定率の推移 

 
[出典]介護保険事業報告月報（各年９月末現在） 

 

■調整済認定率の推移 

 
[出典]見える化システム（現状分析：B5-a.調整済認定率） 
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（３）介護保険サービス別利用人数の状況 

介護保険サービスの利用人数を対計画比でみると、居住系サービスは認知症対応型共同生

活介護の実績が計画を上回っている状況です。 

在宅サービスでは、居宅療養管理指導、通所介護の実績が計画を上回っている状況です。 

■サービス利用状況 

  計画値（人） 実績値（人） 対計画比 

  
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

施設サービス 564 576 588 473 484 83.9% 84.0% 

 介護老人福祉施設 516 516 516 423 455 82.0% 88.2% 

 介護老人保健施設 48 48 48 50 29 104.2% 60.4% 

 介護医療院 0 12 24 0 0 － 0.0% 

 介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 － － 

居住系サービス 168 168 180 173 177 103.0% 105.4% 

 特定施設入居者生活介護 36 36 36 35 29 97.2% 80.6% 

 認知症対応型共同生活介護 132 132 144 138 148 104.5% 112.1% 

在宅サービス － － － － － － － 

 訪問介護 84 84 84 80 73 95.2% 86.9% 

 訪問入浴介護 0 0 0 9 5 － － 

 訪問看護 60 60 60 50 33 83.3% 55.0% 

 訪問リハビリテーション 0 0 0 0 0 － － 

 居宅療養管理指導 24 24 24 48 48 200.0% 200.0% 

 通所介護 24 24 24 40 37 166.7% 154.2% 

 地域密着型通所介護 300 300 300 340 227 113.3% 75.7% 

 通所リハビリテーション 0 0 0 0 0 － － 

 短期入所生活介護 240 240 252 220 164 91.7% 68.3% 

 短期入所療養介護（老健） 0 0 0 0 8 － － 

 福祉用具貸与 336 336 324 361 294 107.4% 87.5% 

 特定福祉用具販売 24 24 24 6 7 25.0% 29.2% 

 住宅改修 24 24 24 12 5 50.0% 20.8% 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24 24 24 24 12 100.0% 50.0% 

 認知症対応型通所介護 12 12 12 0 0 0.0% 0.0% 

 小規模多機能型居宅介護 12 12 12 12 12 100.0% 100.0% 

 介護予防支援・居宅介護支援 552 552 540 616 519 111.6% 94.0% 

[出典]見える化システム  
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■介護保険サービス別利用人数の対計画比 
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（４）介護保険サービス別給付費の状況 

介護保険サービスの給付費を対計画比でみると、施設サービスは介護老人保健施設の令和

３年度の実績が計画を上回っている状況です。 

在宅サービスでは、訪問介護、居宅療養管理指導の実績が計画を大きく上回っているほか、

通所介護、介護予防支援・居宅介護支援の実績が計画を上回っている状況です。 

給付費合計でみると令和３年度及び令和４年度の実績は計画を下回って推移しました。 

■介護保険サービス別給付費 

  計画値（千円） 実績値（千円） 対計画比 

  
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 

施設サービス 131,576 136,134 140,855 111,171 113,928 84.5% 83.7% 

 介護老人福祉施設 120,023 120,089 120,325 97,719 107,600 81.4% 89.6% 

 介護老人保健施設 11,553 11,560 11,560 13,452 6,328 116.4% 54.7% 

 介護医療院 0 4,485 8,970 0 0 － 0.0% 

 介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 － － 

居住系サービス 37,707 37,727 40,725 40,079 39,215 106.3% 103.9% 

 特定施設入居者生活介護 6,068 6,071 6,071 5,808 4,979 95.7% 82.0% 

 認知症対応型共同生活介護 31,639 31,656 34,654 34,270 34,235 108.3% 108.1% 

在宅サービス 59,199 59,230 59,656 66,260 51,209 111.9% 86.5% 

 訪問介護 3,443 3,445 3,445 9,544 8,361 277.2% 242.7% 

 訪問入浴介護 0 0 0 402 280 － － 

 訪問看護 1,824 1,826 1,852 1,090 778 59.7% 42.6% 

 訪問リハビリテーション 0 0 0 0 0 － － 

 居宅療養管理指導 245 245 245 523 624 213.4% 254.7% 

 通所介護 1,146 1,146 1,146 1,729 1,260 150.8% 109.9% 

 地域密着型通所介護 15,036 15,044 15,300 13,918 11,160 92.6% 74.2% 

 通所リハビリテーション 0 0 0 0 0 － － 

 短期入所生活介護 21,702 21,715 22,147 21,893 16,110 100.9% 74.2% 

 短期入所療養介護（老健） 0 0 0 0 582 － － 

 福祉用具貸与 2,864 2,864 2,789 2,864 2,238 100.0% 78.1% 

 特定福祉用具販売 497 497 497 110 178 22.1% 35.8% 

 住宅改修 1,533 1,533 1,533 1,300 307 84.8% 20.0% 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,446 2,447 2,447 4,257 1,802 174.1% 73.6% 

 認知症対応型通所介護 533 533 533 0 0 0.0% 0.0% 

 小規模多機能型居宅介護 2,111 2,112 2,112 1,457 1,471 69.0% 69.7% 

 介護予防支援・居宅介護支援 5,819 5,823 5,610 7,174 6,060 123.3% 104.1% 

総給付費 228,482 233,091 241,236 217,509 204,352 95.2% 87.7% 

[出典]見える化システム  
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■介護保険サービス別給付費の対計画比 
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（５）介護予防・日常生活支援総合事業の状況 

平成24年度に創設された「介護予防・日常生活支援総合事業」は、多様なマンパワーや社

会資源の活用等を図りながら、要支援者等に対して、きめ細やかな生活支援サービス等を市

町村の判断により総合的に提供することができる事業です。 

北竜町では平成29年４月から介護予防・日常生活総合事業を実施し、訪問型・通所型サー

ビスの提供や、各種介護予防事業を推進しています。 

 

①介護予防・生活支援サービス事業 

北竜町では、要支援１・２と認定された方及び基本チェックリストにより事業対象者と

判断された方を対象に訪問型サービス、通所型サービスを提供しています。また、通所型

サービスでは従来の通所介護相当サービスに加え、緩和された基準によるサービス（通所

型サービスＡ）を提供しています。 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問介護相当サービス 利用者数（人） 5 9 8 

通所介護相当サービス 利用者数（人） 2 2 3 

通所介護サービスＡ 利用者数（人） 20 19 14 

※利用者数は月あたりの平均人数、令和５年度は実績見込み 

 
②一般介護予防事業 

１）介護予防把握事業 
訪問活動や老人会での健康教育時、後期高齢者健診時に後期高齢者の質問票を実施し、

閉じこもりがち等何らかの支援を必要とする方を把握し、介護予防活動等につなげていま

す。 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

後期高齢者の質問票 実施人数（人） - - 256 

※令和５年度は実績見込み 

 

２）介護予防普及啓発事業 
75歳訪問、介護予防運動教室を行い、介護予防活動の普及・啓発を図っています。 

 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

75歳訪問 

対象者（人） - 29 30 

訪問・面接件数
（人） 

- 29 29 

介護予防運動教室 
開催回数（回） 123 127 129 

実参加者数（人） 43 37 32 

※令和５年度は実績見込み 
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３）地域介護予防活動支援事業 
地域住民を主体とした介護予防活動の育成及び支援を行う事業です。運動・交流などを

目的とした通いの場づくりを通して、地域資源の発掘と介護予防の推進を図っています。 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通いの場支援 開催回数（回） 12 12 18 

※令和５年度は実績見込み 

 

４）一般介護予防事業評価事業 
地域の実情に応じた効果的かつ効率的な介護予防の取組を推進するため、定期的に介護

予防の取組状況等に関する評価を実施しています。 

 

５）地域リハビリテーション活動支援事業 
平成28年４月から北空知１市４町の広域事業として、深川市立病院に委託しています。 

現在作業療法士が町に派遣され事業を実施しています。活動内容としては、訪問・通所

事業所、地域ケア会議、サービス担当者会議、サロン等住民主体の通いの場等でリハビリ

専門職が関与し支援を行っています。 
 

区   分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

個別訪問 訪問回数（回） 12 22 14 

通所事業所訪問 訪問回数（回） 10 9 4 

介護予防事業 
（住民主体の通いの場） 

支援回数（回） 4 6 6 

介護サービス担当職員研修 開催回数（回） 1 5 4 

※令和５年度は実績見込み 
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６ アンケート調査結果 

（１）日常生活圏域ニーズ等調査結果 

第９期介護保険事業計画策定にあたって、高齢者の生活状況や支援ニーズ、在宅介護者の状

況等を把握するため、国の示す調査手法に基づき、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在

宅介護実態調査を実施しました。 

■調査方法 

調査の目的 

要介護状態になる前の高齢者について、要介護状態になるリスクの発

生状況、社会参加の状況などを把握し、地域の抱える課題を特定するこ

とを目的に実施しました。 

対 象 者 65歳以上の一般高齢者及び要支援認定者 

調 査 時 期 令和５年６月～令和５年７月 

調 査 方 法 郵送による配布・回収 

配 布 数 （ 票 ） 627 有効回収数（票） 495 有効回収率（％） 78.9％ 

 
①調査対象者の属性 

調査対象者の性別は、男性が44.0％、女性が56.0％となっています。 

年齢は、男女ともに「75～84歳」が最も多くなっています 

≪調査対象者の性別≫ 

 

≪調査対象者の年齢≫ 

 

  

44.0 56.0 0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=495)

男性 女性 無回答

39.4

46.3

14.2

0.0

39.4

43.3

17.3

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

65～74歳

75～84歳

85歳以上

無回答

男性(n=218)

女性(n=277)
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②家族や生活の状況 

１）家族構成 

全体では、「夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」が44.6％で最も多く、次いで「１人暮

らし」「息子・娘との２世帯」（ともに18.8％）が続いています。 

介護認定別でみると、一般高齢者以外は「息子・娘との２世帯」が38.2％で最も多く

なっています。 

男女年齢階級別に「１人暮らし」をみると、男性は65～74歳、75～84歳が約10％、85歳

以上は16.1％となっています。女性は年齢が高くなるにつれて多くなり、85歳以上では

41.7％となっています。また、いずれの年齢も男性に比べて女性の方が「１人暮らし」

の割合が多くなっています。 

 

   

18.8

17.6

35.3

9.3

8.9

16.1

13.8

30.0

41.7

44.6

46.6

17.6

39.5
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3.0

3.3

0.0

8.1

4.0

0.0

2.8

0.8

0.0
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17.4

38.2
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16.8

25.8

14.7

20.8

27.1
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25.6

5.0
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2.2

2.2

2.9

1.2

2.0
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全体(n=495)

一般高齢者(n=461)

一般高齢者以外(n=34)

65～74歳(n=86)

75～84歳(n=101)

85歳以上(n=31)

65～74歳(n=109)

75～84歳(n=120)

85歳以上(n=48)

１人暮らし 夫婦２人暮らし(配偶者65歳以上)

夫婦２人暮らし(配偶者64歳以下) 息子・娘との２世帯

その他 無回答

男

性

女

性

介
護
認
定
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２）介護・介助の必要性と主な原因 

全体でみると、「介護・介助は必要ない」が79.6％、「何らかの介護・介助は必要だが、

現在は受けていない」が4.2％、「現在、何らかの介護を受けている」が8.1％となってい

ます。介護認定別でみると、一般高齢者以外は「現在、何らかの介護を受けている」が

38.2％となっています。 

介護・介助が必要になった主な原因は、「その他」（19.7％）、「高齢による衰弱」（18.0％）

が多くなっています。 

≪介護・介助の必要性≫ 

 

 

≪介護・介助が必要になった主な原因（複数回答）≫ 

 

   

79.6

82.4

41.2

4.2

3.7

11.8

8.1

5.9

38.2

8.1

8.0

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=495)

一般高齢者(n=461)

一般高齢者以外(n=34)

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

介
護
認
定

19.7

18.0

13.1

11.5

9.8

8.2

6.6

6.6

6.6

3.3

3.3

3.3

3.3

1.6

0.0

26.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

その他

高齢による衰弱

脳卒中

骨折・転倒

糖尿病

心臓病

関節の病気

認知症

脊椎損傷

がん

呼吸器の病気

パーキンソン病

視覚・聴覚障害

腎疾患（透析）

不明

無回答

全体(n=61)

【その他内容】 

  狭心症、高血圧 

  足の痛み 

  肢体型筋ジストロフィ

ー 

  人工骨頭で歩行困難 

  帯状疱疹後神経病 

  股関節が悪い 

  人工透析 

  腰痛 

  多発性難聴 

  うつ病 
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③運動機能等リスク評価 

運動機能等の評価項目は以下の８項目で、判定基準はアンケートの回答から以下の基準

で判定されます。 

項 目 内 容 

運動器機能リスク 
運動器の機能低下を問う５つの設問で、３問以上該当する選択肢を

回答された場合に該当します。 

栄養改善リスク 
ＢＭＩ＝体重（kg）÷｛身長（ｍ）×身長（ｍ）｝の値が18.5未満の

方が該当します。 

咀嚼機能リスク 
半年前に比べて固いものが食べにくくなったと感じた方が該当し

ます。 

閉じこもりリスク ほとんど外出しない、あるいは週に１回外出する方が該当します。 

認知症リスク 物忘れが多いと感じている方が該当します。 

うつリスク 
この１か月で気分が沈んだり、心から楽しめない感じがするなど対

象２設問で、１つでも「はい」を選択された方が該当します。 

ＩＡＤＬが低い 

日常生活動作より複雑で高次な動作であるＩＡＤＬ（手段的日常生

活動作）の低下を問う５設問で、得られた得点が３点以下の方が該

当します。 

転倒リスク 
過去１年間に転んだ経験が「何度もある」あるいは「１度ある」を

選択された方が該当します。 
 
 

１）全体の該当者割合 

全体でみると、「認知症リスク」（47.1％）、「転倒リスク」（38.8％）、「うつリスク」

（37.2％）が高く、「栄養改善リスク」（6.5％）、「ＩＡＤＬが低い」（7.9％）は低い状況

です。 
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２）男性の該当者割合 

男性の年齢階級別でみると、いずれの年齢も「認知症リスク」が最も高く、特に75～

84歳、85歳以上が約50％となっています。 

また、85歳以上は「転倒リスク」（48.4％）も高くなっています。 

 
３）女性の該当者割合 

女性の年齢階級別でみると、「うつリスク」は65～74歳（44.0％）、85歳以上（43.8％）

が高くなっています。 

「転倒リスク」は75～84歳（45.0％）、85歳以上（41.7％）が高くなっています。 

「閉じこもりリスク」「認知症リスク」は85歳以上が最も高く50％以上となっています。 
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④健康について 

１）現在の健康状態 

全体でみると、「とてもよい」（6.9％）、「まあよい」（67.1％）の合計74.0％が現在の健

康状態がよいと回答しています。 

介護認定別に「とてもよい」「まあよい」の合計をみると、一般高齢者以外は58.8％と

なっています。 

男女年齢階級別に「とてもよい」「まあよい」の合計をみると、男女ともに65～74歳は

約80％、75～84歳、85歳以上は約70％となっています。 

 

   

6.9

7.2

2.9

10.5

3.0

3.2

10.1

7.5

2.1

67.1

67.9

55.9

66.3

65.3

67.7

71.6

63.3

70.8

20.8

19.7

35.3

18.6

23.8

25.8

16.5

21.7

22.9

2.4

2.2

5.9

3.5

6.9

0.0

0.9

0.8

0.0

2.8

3.0

0.0

1.2

1.0

3.2

0.9

6.7

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=495)

一般高齢者(n=461)

一般高齢者以外(n=34)

65～74歳(n=86)

75～84歳(n=101)

85歳以上(n=31)

65～74歳(n=109)

75～84歳(n=120)

85歳以上(n=48)

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

男

性

女

性

介
護
認
定
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２）治療中・後遺症のある病気【複数回答】 

全体でみると、「高血圧」（44.6％）、「高脂血症」（19.2％）、「糖尿病」（18.4％）が上位

回答となっています。 

介護認定別でみると、一般高齢者以外は「目の病気」、「心臓病」（ともに32.4％）、「耳

の病気」（23.5％）が全体と比べて多くなっています。 

 

  

44.6

19.2

18.4

15.8

15.6

11.9

10.5

8.5

8.1

7.1

4.0

3.4

3.2

3.0

1.8

1.4

0.6

0.6

10.1

7.7

45.1

19.5

18.7

15.6

14.3

10.4

10.2

8.7

6.9

6.9

3.9

3.3

2.6

2.8

1.7

1.1

0.4

0.4

10.4

8.0

38.2

14.7

14.7

17.6

32.4

32.4

14.7

5.9

23.5

8.8

5.9

5.9

11.8

5.9

2.9

5.9

2.9

2.9

5.9

2.9

0% 20% 40% 60%

高血圧

高脂血症

糖尿病

筋骨格の病気

目の病気

心臓病

腎臓・前立腺の病気

その他

耳の病気

胃腸・肝臓・胆のうの病気

呼吸器の病気

がん（悪性新生物）

外傷（転倒・骨折等）

脳卒中

血液・免疫の病気

うつ病

認知症

パーキンソン病

ない

無回答

全体(n=495)

一般高齢者(n=461)

一般高齢者以外(n=34)
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⑤北竜町の福祉について 

１）高齢者にとっての町の暮らしやすさ 

全体でみると、「暮らしやすいと思う」（21.0％）、「どちらかといえばそう思う」（42.4％）

の合計は63.4％が高齢者にとって暮らしやすいと回答しています。 

介護認定別でみると、一般高齢者以外はその割合が70.6％となっています。 

男女年齢階級別に「暮らしやすいと思う」「どちらかといえばそう思う」の合計をみる

と、男性は65～74歳が62.8％、75～84歳は66.3％、85歳以上は74.2％となっています。

女性はいずれの年齢も約60％となっており大きな差異はみられません。 

 

  

21.0

19.1

47.1

16.3

18.8

29.0

15.6

22.5

37.5

42.4

43.8

23.5

46.5

47.5

45.2

45.0

38.3

27.1

11.3

11.9

2.9

16.3

8.9

12.9

12.8

10.8

4.2

6.5

6.5

5.9

9.3

9.9

0.0

4.6

4.2

8.3

14.3

14.5

11.8

11.6

9.9

9.7

17.4

16.7

18.8

4.4

4.1

8.8

0.0

5.0

3.2

4.6

7.5

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=495)

一般高齢者(n=461)

一般高齢者以外(n=34)

65～74歳(n=86)

75～84歳(n=101)

85歳以上(n=31)

65～74歳(n=109)

75～84歳(n=120)

85歳以上(n=48)

暮らしやすいと思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない 暮らしやすいとは思わない

わからない 無回答

男

性

女

性

介
護
認
定
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２）今後特に力を入れてほしい高齢者施策【複数回答】 

全体でみると、「地域交通（バスなど）の利便性の向上」（43.0％）、「高齢者の外出を支

援する移動手段の確保」（41.2％）、「医療体制・訪問診療の充実」（27.7％）が上位回答と

なっています。 

介護認定別でみると、一般高齢者以外は「認知症などの人の生活を支える仕組みづく

り」（23.5％）、「健康づくりや介護予防の取り組みの充実」「災害時の避難・誘導対策の

推進」（ともに20.6％）が全体と比べて多くなっています。 

 

  

43.0

41.2

27.7

22.6

21.2

17.4

15.6

14.7

11.5

10.9

9.9

6.3

5.3

4.4

4.2

3.6

3.0

1.0

11.1

11.5

44.7

41.4

28.0

23.2

21.7

16.9

15.2

14.8

11.5

11.1

9.1

6.5

5.4

3.9

4.6

3.7

3.3

0.7

10.6

11.5

20.6

38.2

23.5

14.7

14.7

23.5

20.6

14.7

11.8

8.8

20.6

2.9

2.9

11.8

0.0

2.9

0.0

5.9

17.6

11.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域交通（バスなど）の利便性の向上

高齢者の外出を支援する移動手段の確保

医療体制・訪問診療の充実

高齢者向け住宅の確保、住宅改修への支援

わかりやすい情報提供や相談窓口の充実

認知症などの人の生活を支える仕組みづくり

健康づくりや介護予防の取り組みの充実

介護保険サービスの提供体制の拡充

地域の見守り活動やふれあい活動の支援

緊急通報システムなどの充実

災害時の避難・誘導対策の推進

趣味や学習活動、スポーツ活動の活性化

働く場の確保

福祉に関する事業者、団体の活動の支援

高齢者の権利を守る事業の充実

安心して外出できる環境(広い歩道など)の整備

ボランティアなどの社会参加活動の支援

その他

特にない

無回答

全体(n=495)

一般高齢者(n=461)

一般高齢者以外(n=34)
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（２）在宅介護実態調査結果 

■調査方法 

調査の目的 

要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者の就労継続の実

現に向け、介護サービスの在り方を検討し、計画に反映させることを目

的として実施しました。 

対 象 者 要介護認定者及び介護者の家族（施設入所者は除く） 

調 査 時 期 令和５年６月～令和５年８月 

調 査 方 法 聞き取り 

配 布 数 （ 票 ） 42 有効回収数（票） 35 有効回収率（％） 83.3％ 

 

①調査対象者の属性 

調査対象者の属性は、「男性」が40.0％、「女性」が60.0％となっています。年齢は「85

歳以上」が57.1％で最も多く、次いで「75～84歳」（37.1％）、「65～74歳」（5.7％）が続

いています。 

≪調査対象者の性別≫ 

 

 

≪調査対象者の年齢≫ 

 

  

40.0 60.0 0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=35）

男性 女性 無回答

5.7

37.1

57.1

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

65〜74歳

75〜84歳

85歳以上

無回答 (n= 35)
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②介護を受けている方の状況 

１）家族等による介護の頻度 

家族等による介護の頻度は、「ほぼ毎日ある」が71.4％で最も多く、次いで「週に１～

２日ある」（11.4％）、「家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない」（8.6％）が

続いています。 

 

 

 

２）主な介護者が行っている介護【複数回答】 

主な介護者が行っている介護は、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」（88.2％）、

「食事の準備（調理等）」（85.3％）、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」（79.4％）が

上位回答となっています。 

 

2.9

8.6 11.4 5.7 71.4 0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=35）

ない

家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない

週に１～２日ある

週に３～４日ある

ほぼ毎日ある

無回答

88.2

85.3

79.4

76.5

70.6

58.8

44.1

29.4

26.5

23.5

20.6

11.8

11.8

2.9

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

日中の排泄

入浴・洗身

屋内の移乗・移動

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

その他

わからない

無回答
(n= 34)
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③就労と介護の状況 

１）主な介護者の勤務形態 

主な介護者の勤務形態は、「働いていない」が58.8％で最も多く、次いで「フルタイム

で働いている」（23.5％）、「パートタイムで働いている」（17.6％）が続いています。 

 

 
２）介護のための離職の有無【複数回答】 

主な介護者の離職については、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が

91.2％を占め最も多くなっています。 

 

  

23.5 17.6 58.8

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=34）

フルタイムで働いている

パートタイムで働いている

働いていない

主な介護者に確認しないとわからない
無回答

2.9

0.0

2.9

2.9

91.2

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答
(n= 34)
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３）主な介護者の就労継続 

主な介護者の就労継続については、「問題なく続けていける」「問題はあるが何とか続

けていける」の合計64.2％が就労を続けていけると回答しています。一方、「続けていく

のはやや難しい」「続けていくのはかなり難しい」の合計14.2％が就労継続に難しさを感

じています。 

 

 

４）在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス【複数回答】 

在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービスは、「移送サービス（介護・福祉

タクシー等）」（45.7％）、「外出同行（通院、買い物など）」（34.3％）、「配食」（25.7％）

が上位回答となっています。 

 

7.1 57.1 7.1 7.1 14.3 7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=14）

問題なく続けていける

問題はあるが何とか続けていける

続けていくのはやや難しい

続けていくのはかなり難しい

主な介護者に確認しないとわからない

無回答

45.7

34.3

25.7

20.0

14.3

14.3

11.4

8.6

8.6

5.7

28.6

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

外出同行（通院、買い物など）

配食

見守り、声かけ

掃除・洗濯

サロンなどの定期的な通いの場

買い物（宅配は含まない）

調理

ゴミ出し

その他

特になし

無回答
(n= 35)



第３章 計画の基本的な考え方 

36 

第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

高齢化が進展し、高齢者のライフスタイルや生活意識、ニーズ等が多様化している今日、高

齢者が持っている豊富な経験や知識、特技等を地域社会に活かすことができる環境づくりと、

互いに助け合い支え合う、地域共生社会の実現に向けた取組を進めていく必要があります。 

そのためには高齢者を取り巻く家族や、行政など公的機関にとどまらず、町民、町内会など

の地域団体、社会福祉協議会、ボランティア、サービス事業者をはじめとする地域の構成員に

よる、ともに支え合う連帯の地域社会を築いていくことが重要です。 

また国においては、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年を展望して制度の持続可能性の

確保に向けた取組を進めており、制度改革の柱の１つとして健康寿命の延伸と認知症対策を掲

げています。 

北竜町では、「北竜町総合計画」（令和元年度～令和10年度）において、保健・医療・福祉分野

の基本目標として「ともに支え合う快活なまち」を掲げていることから、高齢者が健やかに生

き生きと暮らせるまちづくりを目指し、本計画の基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

  

基本理念 

高齢者が安心して快活に過ごせるまち 
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２ 基本目標 

（１）支え合う地域づくり 

これからますます増えていくことが予測される認知症高齢者や１人暮らし高齢者など支援

を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える必要があります。 

地域での支え合いについては、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいそれぞれのサービ

スを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に連携することにより、

様々な課題を抱える高齢者に対して、その状態に応じ、必要なときに必要なサービスが円滑

かつ適切に提供されることが重要となります。 

また、サービスの提供者と利用者が「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性

に陥ることのないよう高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民がともに支え合う

地域づくりを目指します。 

 

（２）健康で自立した生活づくり 

高齢者が社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍できるよう、生産活動など高齢

者の社会活動を促進するとともに、高齢者が自由時間を有効に活用し充実して過ごせるよう、

学習機会の提供、スポーツ・レクリエーション活動など条件の整備を図ります。 

また、高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施により、疾病の早期発見・重症化予

防、通いの場への積極的な関与を進め、健康で活力に満ちた長寿社会を実現するための支援

を行います。 

 

（３）安心して生活できる地域づくり 

介護保険の安定的な運営とサービスの質の向上のために、介護サービスに携わる人材の確

保や資質向上を図るとともに、地域のニーズに応じた多様なサービスや活動の展開を進め、

介護が必要になっても安心して暮らすことのできる体制を構築していきます。 

また、高齢者の安全で快適な生活の確保は、超高齢社会を迎える北竜町にとって大きな課

題となるため、利用しやすい公共施設の整備、防災・防犯対策の充実に努めます。 
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３ 施策体系 

 

  

高
齢
者
が
安
心
し
て
快
活
に
過
ご
せ
る
ま
ち 

支
え
合
う
地
域
づ
く
り 

健
康
で
自
立
し
た
生
活
づ
く
り 

安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
づ
く
り 

１．地域包括ケア体制の充実 

２．認知症対策の推進 

３．地域共生社会の実現 

[基本テーマ]   [目標]          [計画推進の具体的な取組] 

４．健康づくりの推進 

５．介護予防の総合的な推進 

６．生きがいづくりの促進 

７．介護保険サービスの充実 

８．高齢者福祉サービスの充実 

９．生活安全対策の推進 
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第４章 高齢者福祉施策の推進 

１ 地域包括ケア体制の充実 

（１）地域包括支援センターの運営 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を続けられるよ

う、地域住民の心身の健康の維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のため必要な

援助、支援を包括的に担う地域の拠点であり、「地域包括ケアシステム」の推進にあたり中核

的な機関として、①総合相談支援、②権利擁護のための援助、③包括的・継続的ケアマネジ

メント、④介護予防ケアマネジメント等の適切な実施のため、より体制を充実しながら取組

を進めています。 

近年は高齢者の相談件数が増加傾向にあるほか、高齢者ニーズの多様化や相談内容の複雑

化・複合化が進んできていることから、支援内容も多岐にわたり、地域包括支援センター職

員に課せられるスキルが高くなっている状況にあります。 

また、高齢者支援のネットワークの充実化を図るため、地域ケア会議等により関係機関と

の情報共有・連携を図っているほか、ケアプラン点検・居宅介護支援事業所との連絡会議を

通じて介護支援専門員へのサポートを行っています。 

今後もこれらの取組を継続し、地域包括支援センターにより高齢者支援の中核的機関とし

ての機能を提供するとともにその充実に努めます。 

■地域包括支援センターが持つ機能のイメージ 

 
[出典]厚生労働省資料 
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■地域包括支援センターの主要な機能 

事業区分 事業内容 

総合相談支援 

高齢者の生活・介護などの困りごとについて相談を受け付

け、個々の高齢者にどのような支援が必要かを判断し、地域に

おける適切なサービス、保健・医療・福祉関係機関などにつな

げる等の支援を行います。 

権利擁護支援 

高齢者の人権や財産を守る日常生活自立支援事業（地域福祉

権利擁護事業）、高齢者自身の判断で財産等を管理することが

できなくなったときに活用される成年後見制度など、権利擁護

に関するサービスや制度を活用するために行政機関や福祉関

係機関等につなぎ、高齢者の虐待防止や消費者被害の防止を図

ります。 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援 

地域の介護支援専門員や主治医をはじめ、医療・福祉の関係

者が連携・協働することで、保健・医療・福祉、その他の生活

支援サービスを含め、地域における様々な社会資源を活用し

（包括的）、高齢者がどんな心身状態になっても途切れること

なく（継続的）、在宅でも施設でもその人らしい生活ができる

よう支援します。 

介護予防ケアマネジメ

ント 

要支援認定者及び総合事業対象者に対して、心身の状況、そ

の置かれている環境、その他の状況に応じて、対象者自らの選

択内容などに基づき、ケアプランを作成します。 

 

（２）地域ケア会議の推進 

介護サービス担当者等、リハビリ専門職等の医療従事者等の多職種が参加し地域の課題等

を共通理解して、その解決に必要な対策を検討していくことを目的に地域ケア推進会議を月

に１回開催しています。 

また、地域ケア個別会議を月に１回開催し、介護予防・自立支援の視点に沿った個別支援

が行えるよう、介護サービス利用者の定期的なモニタリング、困難事例の検討も実施してい

ます。 

今後もこれらの取組を継続し、町内の高齢者に関する情報共有を図るとともに、地域課題

について地域の関係者で検討を重ね、本町が高齢者にとって、暮らしやすい町になることを

目指します。 

 

（３）在宅医療・介護連携の推進 

平成28年度より北空知１市４町で北空知地域医療・介護連携支援センターに委託して在宅

医療・介護連携推進事業を実施しています。 

主に医療・介護情報共有支援の在り方、切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築、医
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療・介護関係者による多職種連携による研修会、地域住民への啓発に取り組んでいます。 

第８期計画から、市町村が地域のあるべき姿を意識しながら、主体的に課題解決が図れる

よう、また、地域の実情に応じて取組内容の充実を図りつつＰＤＣＡサイクルに沿った取組

をさらに進められるよう事業内容の見直しが行われることになりました。 

本計画においても北空知地域医療・介護連携支援センターと連携しながら、切れ目のない

在宅医療と介護の提供体制の構築に向けて取組を推進します。 

■第８期計画からの在宅医療・介護連携推進事業の在り方 

 
[出典]厚生労働省資料 

 

事業名 事業の概要 

地域の医療介護の資源
の把握 

北空知地域医療連携支援センターが中心となり、北空知地

域の医療介護資源を把握、情報の整理を行い、北空知地域医

療・介護連携支援センターホームページに掲載しています。 

連携に対する現状と課
題の抽出 

２つの専門部会と運営会議において連携に対する現状把握

と課題の抽出などの協議を行います。 

また、実施してきた事業の評価と検証を行い、今後の方針

を検討します。 
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事業名 事業の概要 

在宅医療・介護連携に関
する相談支援 

北空知地域医療連携支援センターの設置により、医療・介

護関係者との「顔の見える」関係づくりを推進し、相談支援

体制を整備してきました。 

今後も定期的に専門部会において相談支援の連携を図ると

ともに、多職種合同研修会を開催し、相談支援のスキルアッ

プを図ります。 

地域住民への普及啓発 

パンフレットの作成・配布や地域住民フォーラムを開催

し、在宅医療・介護連携に関する町民への普及啓発を図りま

す。 

医療・介護関係者の情報
共有の支援 

専門部会において情報共有ツールとしてＩＣＴを導入しま

した。今後はＩＣＴの有効活用に向けた検討を行い、関係機

関による情報共有をより一層進めます。 

医療・介護関係者の研修 
専門部会において、多様な研修会を企画、実施し、参加者

のレベルアップと多職種連携の体制づくりを推進します。 

 

（４）生活支援サービスの体制整備 

高齢者世帯や認知症高齢者など支援を必要とする高齢者が増加することを踏まえ、多様な

主体による見守りや安否確認、外出や家事などの生活支援サービスの提供が必要となります。 

本町では生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニーズ把握及び地域における介護

予防の活動や交流を推進しています。 

令和３年度からは高齢者の通いの場「たんぽぽクラブ」を実施し、活動の中で高齢者が困

りごとを気軽に相談できる場のニーズがみられたことから、令和５年度に相談の場「すまい

るカフェ」を立ち上げました。 

今後も、通いの場や居場所の運営をする中で高齢者のニーズをキャッチし、地域の課題に

対する解決策の検討やサービスの開発を進めます。 

 

（５）権利擁護の推進 

①高齢者虐待の防止 

１）相談・支援 
養護者による高齢者虐待を防止するため、地域包括支援センター職員や介護支援専門員

が主たる介護者である家族の不安や悩みを聞き助言等を行います。 

 

２）虐待防止に関する広報・普及啓発 
高齢者虐待相談窓口や虐待防止に関する制度等に関して、町広報誌等により町民への啓

発を行います。併せて、介護事業者への高齢者虐待防止法等に関する周知や研修会参加へ

の呼びかけを行い、高齢者虐待の未然防止及び早期発見と早期対応に努めます。 
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３）関係機関との連携 
地域ケア会議や民生委員児童委員連絡協議会等を通じて関係機関からの情報収集を行い、

高齢者虐待の早期発見に努めます。 

また、令和４年度に見直しを行った北竜町高齢者虐待防止事業実施マニュアルを関係機

関へ周知を図り、高齢者虐待への適切な対応を行います。 

 

②成年後見制度の普及・啓発 

判断能力の不十分な方々（認知症高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方な

ど）が日常生活における不利益を受けないよう、本人の権利を守り支援するための成年後

見制度について出前講座や研修会等を通じて普及啓発を図ります。 

 

③成年後見制度の担い手育成 

北空知１市４町の合同で市民後見人養成研修を実施し、市民後見人の養成及び担い手の

育成に努めます。また、市民後見人養成研修修了者に対してフォロアップ研修を実施し、

市民後見人としての資質向上を図ります。 

 

④成年後見制度の利用促進 

身寄りのない重度認知症高齢者等が介護保険サービスの利用、財産管理、日常生活上の

支援が必要な場合に、申立人がいない方の場合の町長申立、低所得者への後見人等への報

酬助成などを行う成年後見制度利用支援事業を今後も継続します。 

また、成年後見制度利用促進に係る補助制度に関して、北空知１市４町で今後検討を進

めます。 

 

⑤日常生活自立支援事業の推進 

また、令和５年度から社会福祉協議会で実施している「日常生活自立支援事業」を通じ

て、身寄りのない軽い認知症等、判断能力が十分でない方の福祉サービスの利用手続きや

金銭管理の支援等を行うとともに、これらの事業の町民への周知を図ります。 

 

⑥支援チームの体制整備 

厚生労働省が示す「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」

を参考に、意思決定が困難と思われる場合であっても認知症の人が尊厳を持って暮らして

いくために必要な支援を行う支援チームの体制の整備を検討します。 

 

⑦権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築 

成年後見制度の利用が必要な方を早期に発見し、適切に制度を利用できる支援体制の構

築と権利擁護支援の地域連携ネットワークの仕組みづくりを推進するため、北空知１市４

町において令和５年10月に中核機関となる「北空知成年後見相談センター」が設置されま

した。 
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今後は、権利擁護支援を必要としている人の発見や支援体制の構築など、中核機関が担

う機能を関係機関と連携しながら順次拡大していきます。また、協議会など中核機関が中

心となって開催する会議体等に参加し、本町における権利擁護支援の体制づくりを推進し

ます。 

■地域連携ネットワークのイメージ 

 
[出典]厚生労働省資料 

 
 

２ 認知症対策の推進 

（１）認知症の早期発見と対応 

①認知症初期集中支援チームの設置 

平成29年４月から、北空知１市４町で認知症初期集中支援チームを設置して認知症初期集

中支援推進事業を実施しています。 

この事業では、在宅で生活しているが認知症が疑われる人または認知症の人で医療、介護

サービスを受けていない、または中断している人等に医師をはじめとする専門職がチームで

早期介入し、自立生活のサポートを行っています。 

今後も認知症初期集中支援チームの設置を継続し、チームの活動により認知症の早期発見

及び対応を行います。 
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②認知症地域支援推進員の配置 

平成29年度より認知症地域支援推進員を配置して以下の活動を実施しています。 

・認知症のご本人、家族への相談支援 

・ボランティア等への認知症サポーター養成講座 

・認知症サポーターステップアップ講座の実施 

・認知症物忘れ相談の実施 

・認知症ケアパスの作成・普及啓発 

また、認知症初期集中支援チーム員と認知症地域支援推進員で月１回定期的な情報連携の

機会を持ち、具体的な支援方法等の検討を行っています。 

今後も認知症地域支援推進員の配置を継続すると、認知症のご本人や家族への支援を行い

ます。 

 

（２）認知症に関する知識の普及 

①認知症予防事業の推進 

平成29年度から実施してきた「あたまの元気度テスト」は令和元年度で終了となり、令

和４年度には「脳体力トレーナーCogEvo」を導入した脳機能のトレーニングを実施しまし

た。 

また、令和５年度には対象年齢を40代以上に引き下げ、脳の健康度セルフチェックツー

ル「のうKNOW®」を活用した取組を推進しています。 

住民の方が身体の健康とともに脳の健康についても意識できるような機会を多く持つこ

とができるよう、今後も気軽に認知症予防機器を利用できる体制を構築し、脳の健康や認

知症に関する知識の普及・啓発を図ります。 

 

②認知症ケアパスの普及 

認知症の人と家族にいつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができ

るかを記載した「北竜町認知症ケアパス」の見直しを随時行うとともに、認知症高齢者や

その家族、介護・福祉・医療従事者等に配布し、その普及に努めます。 

また、民生委員児童委員連絡協議会や地域ケア会議などで認知症ケアパスに関する説明

機会を設け、関係機関に周知を図ります。 

 

（３）認知症の方とその家族への支援の充実 

①認知症サポーター養成講座の開催 

北竜町では認知症についての正しい理解を持ち、見守ることができる認知症サポーター

を養成しており、小中学生向けの認知症サポーター養成講座は毎年実施しているほか、令

和３年度には一般向けの認知症サポーター養成講座を開催しました。 

今後も小中学生の認知症サポーター養成講座を継続するとともに、一般町民向けの養成

講座も継続して実施できるよう周知方法や実施方法の検討を行います。 
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②「チームオレンジ」の立ち上げ 

「チームオレンジ」は、市町村がコーディネーターを配置し、認知症の人やその家族の

ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みです。 

認知症高齢者本人の悩みや家族の身近な支援ニーズを把握し、外出支援や見守り、話し

相手になる等の対人援助を行うほか地域性を踏まえた柔軟な支援を行います。 

ステップアップ講座を通じて「チームオレンジ」のメンバーを養成し、「チームオレンジ」

の立ち上げに向けた検討を進めます。 

 

③認知症物忘れ相談・認知症カフェ 

令和３年度からは碧水地域で認知症物忘れ相談を月１回実施し、令和５年度には和地域

にも拡大しました。相談の他にも参加者と認知症に関するテーマでディスカッションをす

るなどの活動も行っています。 

今後は認知症物忘れ相談の継続と認知症カフェの立ち上げを行って行きます。 

 

④高齢者ＳＯＳネットワーク事業の推進 

認知症高齢者のひとり歩きを早期発見し、事故を防止するため高齢者ＳＯＳネットワー

クに登録されている高齢者について、介護サービス事業所、駐在所、消防など関係機関と

連携し見守り支援を行っています。 

近年、高齢者ＳＯＳネットワークへの登録者は認知症グループホームの入居者のみとな

っており、町民及び関係機関に事業が浸透していないことが課題となっています。 

今後は、個人情報保護の観点を踏まえた上で高齢者ＳＯＳネットワーク事業の見直しを

図り、町民及び関係機関への周知を図ります。 

 

３ 地域共生社会の実現 

（１）町民向け研修会の開催 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、北空知地域医療介護

確保推進協議会が１市４町を順番で周り研修会を開催しています。 

令和元年度には本町で「地域包括ケア」をテーマとした研修会（フォーラム）を開催し、終

了後のアンケートでは研修会を継続してほしいとの要望も多くありました。 

今後も北空知地域医療介護確保推進協議会と連携し、町民向けの研修会の開催を検討しま

す。 

 

（２）福祉教育の推進 

本町では、小中学生を対象とした認知症サポーター養成講座を毎年開催してきました。ま

た、令和４年度には小学校の総合的な学習の時間において車椅子体験授業やグループホーム

碧水施設長による講話など福祉教育を実施しました。 

今後も、小学校のニーズに応じて福祉教育の充実に努めます。  
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（３）高齢者の見守り体制の整備 

従来からの民生委員活動や、社会福祉協議会が実施している電話サービス活動と連携して

高齢者の見守りを行っています。また、事業者とも見守り協定を締結し、地域の見守り体制

の整備が進んできています。 

今後、後期高齢者の増加によりますます見守りの需要は高まると考えられるため、民生委

員との連携強化や相談先の周知、電話サービスによる見守り体制強化に向けた取組を推進し

ます。 

 

４ 健康づくりの推進 

高齢者が自分らしく尊厳を持って暮らしていくためには、健康を保ち、元気に過ごしてい

くことが重要であり、そのためには若いうちからの生活習慣病予防をはじめ、積極的な健康

づくりを推進することが必要です。 

高齢者が自らの健康づくりに対する関心を高め、「健康は自分でつくり育てるもの」といっ

た意識が定着するよう、協働による健康づくりに取り組むとともに、高齢者のフレイル※2防

止や要介護認定の重度化防止の観点から、介護予防と健康づくりの一体的な実施に向けた体

制づくりを推進します。 

また、北竜町自殺対策行動計画に基づき、こころの健康や生きることを支える取組を推進

していきます。 

■健康づくりの普及・啓発に関連する事業 

事業名 事業の概要 

健康教育・健康相談 

老人クラブを中心に団体からの依頼に応じて、食事や運動、

こころの健康などをテーマに健康教育を実施します。併せて、

健康教育の依頼がない老人クラブへの働きかけを行います。 

また、介護予防教室等の事業終了後には健康相談を実施し、

高齢者の健康づくりに関する相談への対応を行います。 

訪問指導 

健診結果等で保健指導が必要な方と家族を対象に訪問指導

を実施します。また、こころの問題に関する個別訪問を行い

ます。 

健康診査・各種検診 

特定健診、後期高齢者健康診査、各種がん検診、骨粗鬆症

検診、後期高齢者歯科健診を無料で実施し、健診を受けやす

い体制づくりを推進します。 

また、これらの各種健診等の周知及び受診勧奨を行い、受

診率向上を図ります。 

予防接種 
高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌及び帯状疱疹の予

防接種を実施するとともに、その費用を助成します。 
  

 
※2 フレイル 

健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下がみられる状態のこと。 
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５ 介護予防の総合的な推進 

平成29年４月からの介護予防・日常生活支援総合事業への移行により、要支援認定者の介護

予防訪問介護及び介護予防通所介護は介護予防・生活支援サービス事業に移行され、生活支援

を組み合わせた様々なサービスを地域のニーズに合わせて提供できるようになりました。 

介護予防・日常生活支援総合事業は要支援１・２の認定を受けた方及び基本チェックリスト

により事業対象者と判断された方、一般介護予防事業は65歳以上の方を対象として高齢者保健

事業と一体的に推進します。 

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業の推進 

①訪問型サービス 

従来の介護予防訪問介護と同等のサービスとして掃除や洗濯等の日常生活に必要な支援

を実施しており、要支援１・２と認定された方及び事業の対象と判断された方が利用する

ことができます。 

今後も現状のサービスを安定的に提供できるよう、提供体制の確保に努めます。 

 
②通所型サービス 

従来の介護予防通所介護と同等のサービスとして機能訓練や集いの場などの日常生活に

必要な支援を実施しており、要支援１・２と認定された方及び事業の対象と判断された方

が利用することができます。 

また、北竜町では緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ）を実施しています。 

③その他の生活支援サービス 

対象者のニーズを把握するとともに、北竜町が独自に実施している在宅福祉サービスを

含め必要に応じて検討を行います。 

 
④介護予防ケアマネジメント 

通所型・訪問型サービス利用者の相談に対して、アセスメント・支援計画を作成しサー

ビス提供を行っています。 

今後も本人や家族のニーズを把握し、適切なサービス利用が行えるよう調整を行います。

また、自宅における生活方法の指導、助言も行い身体状況、認知面での低下予防が図れる

よう支援を継続します。 

 

（２）一般介護予防事業の充実 

①介護予防把握事業 

要支援・要介護状態となるおそれが高い対象者を把握するため、心身の状況を判定する

基本チェックリストや後期高齢者の質問票、電話・訪問等により実態を把握し、介護予防

事業へつなげます。  
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②介護予防普及啓発事業 

健康教育、健康相談等の取組を通じて介護予防に関する活動の普及や地域における自発

的な介護予防活動の育成・支援を行う事業です。 

運動教室や健康指導、講演・講話などにより生活機能・知識の向上など介護予防の普及

と支援を行います。 

今後も介護予防の大切さと教室の内容を周知し、介護予防事業が必要な人が参加できる

よう促していきます。 

 
③地域介護予防活動支援事業 

介護予防に資する体操の実施など、地域における住民主体の通いの場を充実させるため

の後方支援を行います。 

また、地域活動組織等へ介護予防に対する取組の紹介や介護予防に関する人材育成など

地域における自発的な介護予防に資する活動の支援を行います。 

 

④一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果

に基づいて事業全体の改善を図ります。 

 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するために個別訪問・通所事業所訪問、住民主

体の通いの場等へのリハビリ専門職等の関与を推進してきました。 

令和４年度より認知症グループホーム職員向け研修会や言語聴覚士の訪問、令和５年度

からは脳活ワーク作成事業へ関与してもらうなど活動範囲の拡大がされています。 

町の関係者が知識を深める場となるよう取組を継続するとともに、認知症予防の取組な

ど活動の場の拡充を検討します。 

 

（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

生活習慣病や介護状態の重症化予防を図るため、国保データベース（KDB）システム等を活

用して健診・医療・介護の情報を一体的に分析し、高齢者の健康課題を明確にした上で令和

５年度より事業を開始しました。 

ポピュレーションアプローチ※3では通いの場において、健康教育や健康相談を行い、支援

が必要な方へは個別訪問を実施しています。ハイリスクアプローチでは健康状態不明者、低

栄養リスク者へ個別訪問を行い、必要な方へは継続支援を行っています。 

今後はこれらの取組と併せて、個別訪問などハイリスクアプローチ※4を推進します。 

 
※3 ポピュレーションアプローチ 

普及啓発や環境整備によって集団全体の健康づくりを目指す方法。 

※4 ハイリスクアプローチ 

健康診査や保健指導などによって疾患の発症リスクの高い特定の対象者に介入する方法。 
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■高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施のイメージ図 

 
[出典]厚生労働省資料 

６ 生きがいづくりの促進 

（１）老人クラブ活動への支援 

高齢者が培ってきた知識や経験、技術を活かしながら、生きがいを感じる生活を送れるよ

うに各地域の老人クラブや社会福祉協議会、各種ボランティア団体等関係機関と連携を図り、

高齢者の社会参加の促進・支援を行います。 

 

（２）生涯学習活動の推進 

ひまわり大学や生きがいセミナーの開催、高齢社会における生活課題に対応した学習機会

の提供など、高齢者教育に関する事業を推進します。 

また、各種サークルや団体への加入促進、多様化するニーズに対応した学習機会の提供、

各種活動の指導者としての養成と活動の場の提供など、成人教育等に関する事業を推進しま

す。 

 

（３）就労への支援 

高齢者の能力と経験を活かし、希望する仕事を通じて生きがいの充実や社会参加が図られ

るよう、北竜町高齢者事業団シルバー人材センターが設置されています。 

今後も北竜町高齢者事業団シルバー人材センターの運営に対する支援を継続することで運

営体制の維持・強化を図り、会員の生きがいづくりや就労の場となるよう努めます。 



第４章 高齢者福祉施策の推進 

51 

（４）外出や移動の支援 

本町では、地域公共交通として乗り合いタクシーやスクールバスを運行しています。 

今後も高齢化の進展により地域交通はますます重要となってくることから、北竜町地域公

共交通計画に基づき、高齢者等の利便性に配慮した地域公共交通の改善を推進します。 

 

７ 介護保険サービスの充実 

（１）介護・福祉人材確保への支援 

介護・福祉人材は、地域包括ケアシステムの構築、特に要介護高齢者の生活支援や増大す

る介護サービスへの対応に不可欠な社会基盤です。しかしながら、賃金水準が低調であるこ

とや、業務の過酷さなどの要因により人材の確保が難しい事態となっています。 

北竜町においても介護・福祉人材は慢性的に不足している状況にあり、介護・福祉人材の

確保は深刻な課題となっています。 

今後も、資格取得受講料の補助制度を継続するとともに、資格保有者など潜在的人材の掘

り起こしなど人材確保に向けた取組を推進します。 

また、介護現場の生産性向上に向け、ＩＣＴの活用を含めた先進技術の導入支援の検討や

文書負担軽減に向けた取組を進めます。 

■介護・福祉人材確保に関連する事業 

事業名 事業の概要 

介護福祉士修学資金貸

与制度 

介護福祉士資格を取得するための学校等に在学する学生に

対し、卒業後に町内福祉施設等の業務に従事することを条件

に月額 50,000 円の修学資金の貸付を実施します。 

介護職員初任者研修受

講料助成事業 

介護職員初任者研修を修了された方に、受講料・テキスト

代を対象として最大 10万円を助成します。 

 

（２）介護保険サービスの情報提供 

地域包括支援センターにおいて、サービス提供に関する最新情報を把握し、サービス事業

者や利用者に対する情報提供や相談援助を行うとともに、広報活動を充実することにより、

サービスの適切な利用を促進します。 

また、地域ケア会議において、定期的にサービス事業者との情報交換や相互連携の確保に

努めます。 
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（３）介護給付費適正化の推進 

介護給付適正化は、介護保険の信頼性を高めるとともに介護給付費や介護保険料の増大を

抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度を構築することを目的としています。 

国では、介護給付適正化事業の主要５事業を再編し、３事業として推進するとしており、

本町においても次のとおり３事業に取り組み、介護給付の適正化を推進します。 

■介護給付適正化事業 

事業名 取組内容 

要介護認定の適正化 適切かつ公平な要介護認定の確保を図るため、要介護認定に

係るすべての認定調査票の内容の点検を行います。 

ケアプラン等の点検 町内居宅介護支援事業所の新規・更新ケアプランを月１回点

検し、「自立支援に資するケアマネジメント」に向けた支援を行

います。 

住宅改修の事前申請については、地域ケア会議を活用して点

検を行います。また、必要時は、建設課技術職やリハビリ専門

職が関与して住宅改修、福祉用具貸与、購入について点検を行

い、効果を検証します。 

縦覧点検・医療情報との

突合 

北海道国民健康保険団体連合会に委託し、給付実績の縦覧点

検・医療情報との突合を毎月実施し、請求内容の誤りや重複請

求を早期に発見し、適切な措置を行います。 

 
 

８ 高齢者福祉サービスの充実 

（１）在宅福祉サービスの充実 

自立生活に支援が必要な在宅高齢者に対し、住み慣れた自宅で引き続き生活ができるよう

除雪サービス、移送サービスなどの在宅福祉サービスを提供します。 

今後も１人暮らし高齢者等が、在宅で充実した生活を送ることができるよう、在宅福祉サ

ービスの提供に努めるとともに、事業を広く周知します。 

■在宅福祉サービスの概要 

事業名 事業内容 

配食サービス事業 
（社会福祉協議会委託事業） 

低栄養の予防のため食事の宅配を行います。配食時に健康状

態等の確認を行います。 

移送サービス事業 
（社会福祉協議会委託事業） 

自力で公共交通機関等による移動が困難な方を対象とし、専

用車両により医療機関等への送迎を行います。 

除雪サービス事業 
（社会福祉協議会委託事業） 

自力で除排雪が困難な方を対象とし、屋根雪や軒下などの除

雪を行い、在宅福祉の向上を図ります。 

高齢者世帯等除雪費助
成事業 

高齢者等の除雪労働負担軽減を図るため、①玄関前の除

雪、②屋根雪下ろし・窓すかしの除雪委託料の２分の１（そ

れぞれ上限２万円）を助成します。 
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事業名 事業内容 

電話サービス事業 
（社会福祉協議会委託事業） 

独り暮らしの高齢者世帯を対象とし安否確認、話題の提供、

生活相談等を行います。 

緊急通報システムの設置 

独居高齢者等の身体虚弱者を対象とし、急病や事故、火災、

ガス漏れ等の緊急時に通報できる機材（緊急通報システム）を

設置します。 

人にやさしい住環境整
備助成事業（住宅改修） 

介護を必要とする高齢者や身体障がい者を対象とし、快適で

暮らしやすい住宅に改造する場合に、対象経費の２分の１（上

限 50万円）を助成します。 

北竜温泉入館料助成事業 
満 65 歳以上の方及び重度障がい者を対象とし、年間 12枚の

施設利用券を交付しています。 

生活管理指導委員派遣
事業 
（社会福祉協議会委託事業） 

独り暮らしの高齢者等を対象とし、日常生活を送る上で家事

援助が必要な方に対し、軽易な日常生活援助（炊事・掃除・洗

濯等）を行い、在宅で自立した生活を継続できるよう援助して

います。 

 

（２）介護者（ケアラー）への支援 

「老老介護」や「ダブルケア」、「遠距離介護」、「介護離職」など、家族介護を取り巻く課題

が多様化している中、介護者への支援の充実が求められています。 

北海道においても令和４年４月１日に北海道ケアラー支援条例が制定され、介護者を支援

する様々な取組が進められています。 

本町では、介護のために離職せざるを得ない状況を防ぎ、希望する者が働き続ける社会を

実現するために地域包括支援センターにおける相談業務を実施し、介護負担軽減のための支

援を行います。 

また、在宅介護サービス利用手当支給事業を通じて、経済的負担の軽減、介護を慰労し在

宅生活の継続、福祉の向上を図ります。 

■介護者支援事業の概要 

事業名 事業内容 

在宅介護サービス利用
手当支給事業 

要介護３～５の認定を受けている方で、在宅サービスを利用

している高齢者に月額 9,000 円を助成します。 

 

（３）住環境の提供 

①高齢者住宅の整備 

北竜町では、北竜町公営住宅等長寿命化計画に基づき、高齢者住宅の整備を図っていま

す。 

今後は老朽化した施設の改築及び計画的な改修により、居住環境の改善を図るとともに、

高齢者人口や住環境ニーズ動向を見据えた上で、必要に応じて高齢者住宅の整備を検討し

ます。 
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②入所・入居施設 

町内の介護保険施設サービスとして、特別養護老人ホーム１か所、認知症グループホー

ム１か所が整備されています。 

今後もこれらの施設サービスや高齢者の住まいを活用し、入所・入居希望者の需要に適

切に応えられるよう努めます。 

 

９ 生活安全対策の推進 

（１）防災対策の推進 

近年、我が国では地震や風水害などの災害が多発しており、地域で高齢者を災害から守る

体制を築いていくことが急務となっています。 

北竜町では、令和２年10月に作成した北竜町避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）

に基づき、避難行動要支援者（災害時に支援を必要とする人）の名簿を毎年更新し、町内会

などと共有することで、有事の際に迅速に支援ができるよう備えています。 

今後も避難行動要支援者名簿の更新を継続するとともに、避難行動要支援者の個別避難計

画の策定を推進します。 

また、町内会等の避難訓練や各町内会長への呼びかけを積極的に行うことで自主防災組織

の結成を促し、地域防災力の向上を図ります。 

 

（２）防犯対策の推進 

高齢者を狙う特殊詐欺は巧妙化・複雑化しており、全国的にも消費者被害に遭う高齢者が

後を絶ちません。 

本町では、広報等を活用した防犯対策の周知啓発や警察による啓発活動等により特殊詐欺

の未然防止に向けた普及活動を行うとともに、特殊詐欺対策自動通話録音機購入費用の助成

を行っています。 

今後も、町広報誌等を通じて防犯対策のより一層の周知・啓発を図るとともに、警察等関

係機関との連携を強化します。また、特殊詐欺被害を防ぐため、特殊詐欺対策自動通話録音

機購入費用の助成制度を周知し、その利用促進を図ります。 

 

（３）交通安全対策の推進 

関係機関と協力し、今後も交通事故が発生しにくい環境づくりを進めていくとともに、運

転モラルをはじめとする安全意識の高揚を図ります。 

また、車に限らず、歩行や自転車でも事故に巻き込まれないよう、安全意識の向上と啓発

について警察署や関係部署と連携を図るとともに、高齢者の運転免許返納を促進する「高齢

者運転免許証返納サポート事業」及び「高齢者運転免許返納無料送迎」を推進します。 
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■運転免許証の返納に係る事業の概要 

事業名 事業内容 

北竜町高齢者運転免許
証返納サポート事業 

65 歳以上の町民で、自主的に運転免許証を返納し運転経歴証

明書が交付された方を対象に運転経歴証明書交付手数料と写

真代を助成します。また、町内ハイヤー会社限定で３年間有効

のハイヤー利用券を５万円分交付します。 

高齢者運転免許証返納
無料送迎 

運転免許証を自主返納したいが、警察署まで行く手段がない

などの理由で、運転免許証を返納できない高齢者のために、自

宅から沼田警察署までの無料送迎を行います。 

 

（４）感染症対策の推進 

感染症対策に関する国や道、保健所等からの情報提供を行うとともに、町内の公共施設に

おける感染症対策を推進します。 

また、介護保険サービス事業所における感染症対策を支援するため、事業所と感染症対策

の情報共有や確認を行います。 
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第５章 介護保険事業の推進 

１ 将来推計 

（１）総人口の推計 

本町の総人口は減少傾向が続いており、住民基本台帳による人口推移から将来の人口を推

計すると、令和８年度の総人口は1,550人、令和22年度は1,092人になると見込まれます。 

また、高齢化率もゆるやかに増加し、令和８年度は45.9％、令和22年度は48.9％で推移す

ると予測されます。 

 

■総人口の推移 

 

 
（単位：人） 

  実績値 推計値 

  令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

 総人口 1,719 1,689 1,646 1,611 1,582 1,550 1,092 

 年少人口 157 154 158 148 141 136 79 

 （0～14歳） (9.1%) (9.1%) (9.6%) (9.2%) (8.9%) (8.8%) (7.2%) 

 生産年齢人口 797 772 736 718 706 702 479 

 （15～64歳） (46.4%) (45.7%) (44.7%) (44.6%) (44.6%) (45.3%) (43.9%) 

 高齢者人口 765 763 752 745 735 712 534 

 （65歳以上） (44.5%) (45.2%) (45.7%) (46.2%) (46.5%) (45.9%) (48.9%) 

※実績値：住民基本台帳（各年９月末現在）、推計値：コーホート変化率法による推計値 

※カッコ内は総人口に占める割合 
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（２）被保険者数の推計 

第１号被保険者数は年々減少傾向が続き、令和８年度は712人、令和22年度には534人とな

ることが見込まれます。また、第２号被保険者数も減少傾向が続き、令和８年度は460人、令

和22年度には339人となる見込みです。 

■被保険者数の推移 

  

 

（単位：人） 

  実績値 推計値 

  令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

第１号被保険者 
（65歳以上） 764 760 750 745 735 712 534 

 
65～74歳 294 284 263 268 251 236 170 

 
75歳以上 470 476 487 477 484 476 364 

第２号被保険者 
（40～64歳） 502 491 476 461 454 460 339 

※第１号被保険者実績値：介護保険月報（各年９月末現在）、第２号被保険者実績値：住民基本台帳（各年９月末） 

※推計値：第１号被保険者、第２号被保険者ともにコーホート変化率法による推計値 
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（３）要介護認定者数の推計 

要介護認定者数は令和５年度の147人からおおむね横ばいに推移し、令和８年度は146人と

見込んでいますが、その後減少して令和22年度は128人となる見込みです。 

また、高齢化の進展に伴って要介護認定率も上昇し、令和８年度は20.5％、令和22年度は

24.0％になると予想されます。 

■要介護認定数の推移 

 

 

 

  実績値 推計値 

  

令和 
３年度 

(2021) 

令和 
４年度 

(2022) 

令和 
５年度 

(2023) 

令和 
６年度 

(2024) 

令和 
７年度 

(2025) 

令和 
８年度 

(2026) 

令和 
22年度 

(2040) 

要介護認定者数（人） 140 141 147 146 145 146 128 

 要支援１ 12 20 26 25 26 26 24 

 要支援２ 15 14 5 6 6 6 4 

 要介護１ 38 31 33 39 37 37 32 

 要介護２ 25 16 27 23 23 23 20 

 要介護３ 20 27 23 21 21 21 19 

 要介護４ 15 15 14 14 14 14 13 

 要介護５ 15 18 19 18 18 19 16 

要介護認定率（％） 18.3 18.6 19.6 19.6 19.7 20.5 24.0 

※実績値：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

※推計値：男女年齢５歳階級ごとの認定率実績をもとに推計 
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２ サービス見込量の推計 

（１）介護給付事業 

①居宅サービスの見込量 

第９期計画期間及び令和22年度における居宅サービスの利用者数については、要介護認

定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、下記のとおり見込みます。 

需要の増加が見込まれるサービスについては増加傾向を示し、その他のサービスについ

ては、横ばいまたは微増として算出しています。 

 

  実績値 見込み 推計値 

 
 

令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

訪問介護 
回/月 285.8 256.3 222.9 223.0 223.0 223.0 223.0 

人/月 7 6 7 7 7 7 7 

訪問入浴介護 
回/月 3 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 1 0 0 0 0 0 0 

訪問看護 
回/月 6.0 5.9 14.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

人/月 2 2 4 4 4 4 4 

訪問リハビリテーション 
回/月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 0 0 0 0 0 0 0 

居宅療養管理指導 人/月 4 4 4 4 4 4 4 

通所介護 
回/月 25 17 13 21.0 21.0 21.0 21.0 

人/月 3 3 2 3 3 3 3 

通所リハビリテーション 
回/月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 0 0 0 0 0 0 0 

短期入所生活介護 
日/月 241.0 172.9 207.1 241.3 241.3 241.3 211.3 

人/月 17 12 16 16 16 16 14 

短期入所療養介護 
日/月 0.0 4.8 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

人/月 0 1 1 1 1 1 1 

福祉用具貸与 人/月 22 17 14 20 20 20 17 

特定福祉用具購入費 人/月 0 0 0 1 1 1 1 

住宅改修費 人/月 1 0 0 1 1 1 1 

特定施設入居者生活介護 人/月 3 2 2 3 3 3 3 

居宅介護支援 人/月 41 34 39 38 37 36 31 
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②地域密着型サービスの見込量 

第９期計画期間及び令和22年度における地域密着型サービスの利用者数の見込量は下記

のとおりです。 

 

  実績値 見込み 推計値 

 
 

令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
人/月 2 1 1 2 2 2 2 

夜間対応型訪問介護 人/月 0 0 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 
回/月 130.4 103.8 202.8 186.7 178.7 178.7 156.4 

人/月 28 19 27 26 25 25 22 

認知症対応型通所介護 
回/月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 0 0 0 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 人/月 1 1 1 1 1 1 1 

認知症対応型共同生活介護 人/月 12 12 13 13 13 13 12 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 
人/月 0 0 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
人/月 0 0 0 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 人/月 0 0 0 0 0 0 0 

 

③施設サービスの見込量 

第９期計画期間及び令和22年度における施設サービス利用者数の見込量は下記のとおり

です。 

 

  実績値 見込み 推計値 

 
 

令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

介護老人福祉施設 人/月 35 38 42 43 43 44 39 

介護老人保健施設 人/月 4 2 3 4 4 4 4 

介護医療院 人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護療養型医療施設 人/月 0 0 0     
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（２）予防給付事業 

①介護予防サービスの見込量 

第９期計画期間及び令和22年度における予防給付サービスの利用者数については、高齢

者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、下記のとおり見込みます。 

 

  実績値 見込み 推計値 

 
 

令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

介護予防訪問入浴介護 
回/月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 
回/月 8.4 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

人/月 2 1 1 1 1 1 1 

介護予防 

訪問リハビリテーション 

回/月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防居宅療養管理指導 人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防 

通所リハビリテーション 
人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防短期入所生活介護 
日/月 12.0 13.8 2.0 16.6 16.6 16.6 16.6 

人/月 2 2 1 3 3 3 3 

介護予防短期入所療養介護 
日/月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 人/月 8 8 9 7 8 8 7 

特定介護予防 

福祉用具購入費 
人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防住宅改修費 人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防 

特定施設入居者生活介護 
人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防支援 人/月 11 9 10 10 10 10 9 

 
②地域密着型介護予防サービスの見込量 

第９期計画期間及び令和22年度における地域密着型介護予防サービスの利用者数の見込

量は下記のとおりです。 

 

  実績値 見込み 推計値 

 
 

令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

介護予防 

認知症対応型通所介護 

回/月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人/月 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防 

小規模多機能型居宅介護 
人/月 0 0 0 0 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 人/月 0 0 1 1 1 1 0 
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（３）介護保険サービス事業費 

①介護給付事業費の給付見込み 

第９期計画期間及び令和22年度における介護給付事業費の見込みは下記のとおりです。 

（単位：千円） 

  実績値 見込み 推計値 

  令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

居宅サービス        

 訪問介護 9,543 8,362 7,778 7,656 7,666 7,666 7,666 

 訪問入浴介護 402 280 0 0 0 0 0 

 訪問看護 431 433 1,041 2,029 2,032 2,032 2,032 

 訪問リハビリテーション 0 0 0 0 0 0 0 

 居宅療養管理指導 523 624 532 610 611 611 611 

 通所介護 1,729 1,260 1,014 1,610 1,612 1,612 1,612 

 通所リハビリテーション 0 0 0 0 0 0 0 

 短期入所生活介護 21,075 15,129 17,266 20,792 20,818 20,818 18,320 

 短期入所療養介護 0 582 501 1,262 1,264 1,264 1,264 

 福祉用具貸与 2,451 1,853 1,819 2,580 2,580 2,580 2,291 

 特定福祉用具購入費 72 72 0 267 267 267 267 

 住宅改修費 857 258 0 913 913 913 913 

 特定施設入居者生活介護 5,808 4,979 4,330 6,449 6,457 6,457 6,457 

居宅介護支援 6,595 5,566 6,530 6,029 5,882 5,728 4,952 

地域密着型サービス        

 
定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 4,257 1,802 2,059 4,369 4,375 4,375 4,375 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0 

 地域密着型通所介護 13,918 11,159 21,278 20,502 19,717 19,717 17,333 

 認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 0 

 小規模多機能型居宅介護 1,457 1,471 1,484 1,492 1,494 1,494 1,494 

 認知症対応型共同生活介護 34,270 34,235 40,890 38,548 38,597 38,597 35,669 

 
地域密着型 
特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0 

 
地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護 0 0 0 0 0 0 0 

 
看護小規模多機能型居宅介
護 0 0 0 0 0 0 0 

施設サービス        

 介護老人福祉施設 97,719 107,600 115,651 125,194 125,352 128,520 113,475 

 介護老人保健施設 13,452 6,328 8,311 11,722 11,737 11,737 11,737 

 介護医療院 0 0 0 0 0 0 0 

 介護療養型医療施設 0 0 0     

合  計 214,560 201,992 230,485 252,024 251,374 254,388 230,468 

※端数処理により合計が合わない場合があります。 
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②予防給付事業費の給付見込み 

第９期計画期間及び令和22年度における予防給付事業費の見込みは下記のとおりです。 

（単位：千円） 

  実績値 見込み 推計値 

  令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

居宅サービス        

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 0 

 介護予防訪問看護 658 345 0 350 350 350 350 

 
介護予防 
訪問リハビリテーション 0 0 0 0 0 0 0 

 介護予防居宅療養管理指導 0 0 0 0 0 0 0 

 
介護予防 
通所リハビリテーション 0 0 0 0 0 0 0 

 介護予防短期入所生活介護 817 980 124 1,114 1,116 1,116 1,116 

 介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 414 386 435 363 416 416 363 

 
特定介護予防 
福祉用具購入費 37 106 0 0 0 0 0 

 介護予防住宅改修費 443 49 0 0 0 0 0 

 
介護予防 
特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0 

介護予防支援 578 494 578 560 561 561 504 

地域密着型サービス        

 
介護予防 
認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 0 

 
介護予防 
小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 0 

 
介護予防 
認知症対応型共同生活介護 0 0 658 2,023 2,025 2,025 0 

合  計 2,948 2,359 1,795 4,410 4,468 4,468 2,333 

※端数処理により合計が合わない場合があります。 

 

③総給付費の見込み 

第９期計画期間及び令和22年度における総給付費の見込みは下記のとおりです。 

（単位：千円） 

  実績値 見込み 推計値 

  令和 
３年度 
(2021) 

令和 
４年度 
(2022) 

令和 
５年度 
(2023) 

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
22年度 
(2040) 

介護給付事業費 214,560 201,992 230,485 252,024 251,374 254,388 230,468 

予防給付事業費 2,948 2,359 1,795 4,410 4,468 4,468 2,333 

総給付費 217,508 204,351 232,279 256,434 255,842 258,856 232,801 

※端数処理により合計が合わない場合があります。 
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３ 介護保険料の算定 

（１）標準給付費の見込み 

サービス別に推計された総給付費に加え、特定入所者介護サービス費等給付額など保険料

給付に必要な費用を推計し、標準給付費見込額を計算した結果は下記のとおりです。 

（単位：千円） 

     
第９期 
合計 

令和 
22年度 
(2040) 

  令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

①総給付費 256,434 255,842 258,856 771,132 232,801 

②特定入所者介護サービス費等給付額 
（財政影響額調整後） （③＋④） 

13,460 13,477 13,741 40,678 12,079 

 ③特定入所者介護サービス費等給付額 13,272 13,272 13,533 40,078 12,079 

 
④特定入所者介護サービス費等の見直
しに伴う財政影響額 

187 204 208 600 0 

⑤高額介護サービス費等給付額 
（財政影響額調整後） （⑥＋⑦） 

5,697 5,666 5,706 17,069 4,911 

 ⑥高額介護サービス費等給付額 5,602 5,563 5,602 16,767 4,911 

 
⑦高額介護サービス費等の見直しに
伴う財政影響額 

95 103 104 302 0 

⑧高額医療合算介護サービス費等給付額 1,143 1,135 1,143 3,422 1,002 

⑨算定対象審査支払手数料 146 145 146 437 128 

標準給付費見込額 
（①＋②＋⑤＋⑧＋⑨） 

276,880 276,266 279,592 832,738 250,921 

※端数処理により合計が合わない場合があります。 

 

（２）地域支援事業費の見込み 

第９期計画期間及び令和22年度における地域支援事業費の費用見込みは下記のとおりです。 

（単位：千円） 

     
第９期 
合計 

令和 
22年度 
(2040)   

令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

①介護予防・日常生活支援総合事業費 6,993 6,871 6,877 20,741 6,539 

②包括的支援事業（地域包括支援セン
ターの運営）及び任意事業費 12,435 12,350 12,435 37,219 10,902 

③包括的支援事業（社会保障充実分） 3,417 3,393 3,417 10,226 2,995 

地域支援事業費見込額（①＋②＋③） 22,844 22,614 22,728 68,187 20,436 

※端数処理により合計が合わない場合があります。 
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（３）保険料収納必要額の見込み 

介護保険事業に必要な事業費をもとに、第１号被保険者の負担割合や調整交付金などを考

慮して、保険料の収納必要額を算出した結果は下記のとおりです。 

（単位：千円） 

     
第９期 
合計 

令和 
22年度 
(2040) 

  令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

①標準給付費見込額 276,880 276,266 279,592 832,738 250,921 

②地域支援事業費見込額 22,844 22,614 22,728 68,187 20,436 

③事業費合計（①＋②） 299,724 298,880 302,321 900,924 271,357 

④第１号被保険者負担割合 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 26.0% 

⑤第１号被保険者負担相当額（③×④） 68,937 68,742 69,534 207,213 70,553 

⑥調整交付金相当額 14,194 14,157 14,323 42,674 12,873 

⑦調整交付金見込額 28,274 28,710 30,108 87,092 29,814 

⑧準備基金取崩額    0 0 

⑨財政安定化基金償還金    0 0 

⑩保険料収納必要額 

（⑤＋⑥－⑦－⑧＋⑨） 
   162,794 53,612 

※端数処理により合計が合わない場合があります。 

（４）所得段階別被保険者数の推計 

各段階における将来の所得段階別第１号被保険者数を推計した結果は以下のとおりです。 

（単位：人） 

  所得段階別第１号被保険者数 

基準額に 
対する割合 

     

第９期 
合計 

令和 
22年度 
(2040) 

  令和 
６年度 
(2024) 

令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

第１段階 124 123 118 365 89 0.455 

第２段階 96 94 91 281 69 0.685 

第３段階 78 77 75 230 56 0.690 

第４段階 67 66 64 197 48 0.900 

第５段階 112 111 108 331 81 1.000 

第６段階 157 155 150 462 112 1.200 

第７段階 62 61 59 182 45 1.300 

第８段階 20 19 19 58 14 1.500 

第９段階 10 10 9 29 7 1.700 

第10段階 5 5 5 15 4 1.900 

第11段階 6 6 6 18 4 2.100 

第12段階 2 2 2 6 1 2.300 

第13段階 6 6 6 18 4 2.400 

第１号被保険者数 745 735 712 2,192 534  

補正後第１号被保険者数 705 696 675 2,076 504  

※補正後第１号被保険者数は、各年度の所得段階別被保険者数に所得段階別割合を乗じて算出します。 
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（５）保険料基準額の算定 

保険料収納必要額と予定保険料収納率及び補正後第１号被保険者数により、介護保険料（月

額）の基準額は6,600円となります。 

 

  令和６～８年度 

（2024～2026年度） 

令和22年度 

（2040年度） 

①保険料収納必要額 162,794千円 53,612千円 

②予定保険料収納率 99.0％ 99.0％ 

③補正後第１号被保険者数 2,076人 504人 

④保険料基準額（月額） 

（①÷②÷③÷12） 
6,600円 8,949円 

 

（６）所得段階別保険料の見込み 

第９期計画期間の所得段階別の負担割合及び介護保険料を以下のとおり設定します。 

 

保険料 
段階 

対象者の要件 
基準額に 
対する 
割合 

介護保険料（円） 

年額 月額 

第１段階 

○生活保護受給者の方。 
○世帯全員が町民税非課税の老齢年金受給の方。 
○世帯全員が町民税非課税かつ、本人の年金収入等
80万円以下の方。 

0.285 
(0.455) 

22,500円  
(36,000円)  

1,881円  
(3,003円) 

第２段階 
○世帯全員が町民税非課税かつ、本人の年金収入等
が80万円を超え120万円以下の方。 

0.485 
(0.685) 

38,500円  
(54,200円) 

3,201円  
(4,521円) 

第３段階 
○世帯全員が町民税非課税かつ、本人の年金収入が
120万円を超える方 

0.685 
(0.690) 

54,200円  
(54,600円) 

4,521円  
(4,554円) 

第４段階 
○本人は町民税非課税で世帯の誰かに町民税が課
税されておりかつ、本人の年金収入等が80万円以
下の方。 

0.900 71,200円  5,940円  

第５段階 
(基準段階) 

○本人は町民税非課税で世帯の誰かに町民税が課
税されておりかつ、本人の年金収入等が80万円を
超える方。 

1.000 79,200円  6,600円  

第６段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が120万円未満の方。 

1.200 95,000円  7,920円  

第７段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が120万円以上210万円未満の方。 

1.300 102,900円  8,580円  

第８段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が210万円以上320万円未満の方。 

1.500 118,800円  9,900円  

第９段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が320万円以上420万円未満の方。 

1.700 134,600円  11,220円  

第10段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が420万円以上520万円未満の方。 

1.900 150,400円  12,540円  

第11段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が520万円以上620万円未満の方。 

2.100 166,300円  13,860円  

第12段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が620万円以上720万円未満の方。 

2.300 182,100円  15,180円  

第13段階 
○本人に町民税が課税されかつ、本人の合計所得金
額が720万円以上の方。 

2.400 190,000円  15,840円  

※カッコ内は公費による保険料負担軽減前の値 
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第６章 計画における目標設定 

１ 施策・指標マップ 

 
 
 

支
え
合
う
地
域
づ
く
り 

健
康
で
自
立
し
た 

生
活
づ
く
り 

安
心
し
て
生
活
で
き
る 

地
域
づ
く
り 

１ 地域包括ケア体制の充実 

２ 認知症対策の推進 

３ 地域共生社会の実現 

４ 健康づくりの推進 

５ 介護予防の総合的な推進 

６ 生きがいづくりの推進 

７ 介護保険サービスの充実 

８ 高齢者福祉サービスの充実 

９ 生活安全対策の推進 

具体的な取組 成    果 基本理念 

高
齢
者
が
安
心
し
て
快
活
に
過
ご
せ
る
ま
ち 

高齢者の健康づくり・ 

介護予防の取組の推進 

多職種連携の実現 

ケアマネジメントの 

質の向上 

多様な担い手や社会資

源の確保及び育成 

相談及び支援基盤の 

構築・強化 

要介護状態の予防・ 

重度化防止の実現 

高齢者の状態に合った 

支援の実現 

地域で支え合い、認め

合う仕組みの構築・ 

円滑な運営 

介護保険制度の効果・効率的な運営 

健康寿命の延伸 

住み慣れた地域・居

宅での自立した生活

の維持・継続 

生きがいと尊厳の 

保持・向上 

参考：平成 28 年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金 地域支援事業の実施状況及び評価指標等に関する調査研究事業 
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２ 成果指標・目標 

成  果 指  標 

実績 取組目標 

令和 
５年度 

（2023） 

令和 
６年度 

（2024） 

令和 
７年度 

（2025） 

令和 
８年度 

（2026） 

高齢者の健康づくり・介護

予防の取組の推進 

閉じこもりリスクの高齢者の割合 32.3% ― ― 減少 

運動器機能リスク高齢者の割合※３ 15.8% ― ― 減少 

転倒リスク高齢者の割合※３ 38.8% ― ― 減少 

認知症リスク高齢者の割合 47.1% ― ― 減少 

低栄養リスク高齢者の割合 6.5% ― ― 減少 

咀嚼機能低下リスク高齢者の割合 28.5% ― ― 減少 

うつリスク高齢者の割合 37.2% ― ― 減少 

多職種連携の実現 

医療・介護関係者の情報共有状況 
（共有システムケース登録数） 

3 4 5 6 

医療・介護関係者の連携状況（地域ケア
会議参加者に対する調査において「連携
が図れている」と回答した割合） 

100% 維持 維持 維持 

ケアマネジメントの質の向上 
居宅介護支援事業所との連絡会議回数※１ 12 12 12 12 

地域ケア個別会議回数※１ 12 12 12 12 

多様な担い手や社会資源の
確保及び育成 

ボランティア団体数 3 3 3 3 

相談及び支援基盤の強化 総合相談件数（地域包括支援センター） 389 380 380 380 

要介護状態の予防・重度化

防止の実現 

介護予防運動教室延べ参加人数※１ 968 970 970 970 

介護予防教室開催回数※１ 21 20 20 20 

リハビリ専門職の活動日数※３ 49 50 50 50 

住民主体の活動団体・単位クラブ数※１ 16 16 16 16 

高齢者の状態にあった支援
の実現 

地域ケア推進会議開催回数※１ 8 12 12 12 

地域で支え合い、認め合う
仕組みの構築・円滑な運営 

小中学生への認知症サポーター養成講
座実施回数※２ 

2 2 2 2 

認知症カフェ実施回数※２ 12 18 20 24 

介護保険制度の効果的・ 

効率的な運営 

要介護認定における調査票点検件数※４ 全件 全件 全件 全件 

ケアプラン点検月数※４ 12 12 12 12 

住宅改修の訪問確認件数※４ 全件 全件 全件 全件 

医療情報との突合回数※４ 12 12 12 12 

健康寿命の延伸 

平均自立期間（要介護２以上） 
男 74.2 歳 ― ― 上昇 

女 87.2 歳 ― ― 上昇 

平均自立期間（要支援以上） 
男 73.4 歳 ― ― 上昇 

女 84.9 歳 ― ― 上昇 

住み慣れた地域・居宅での

自立した生活の維持・継続 

在宅高齢者率 88.9% ― ― 上昇 

北竜町が高齢者にとって暮らしやすい
と答えた割合 

63.4% ― ― 上昇 

生きがいと尊厳の保持・向上 

主観的幸福感の高い高齢者の割合 43.5% ― ― 上昇 

主観的健康観の高い割合 74.0% ― ― 上昇 

生きがいを感じている高齢者の割合 61.4% ― ― 上昇 

※１ 高齢者の自立支援と重度化防止の取組目標、※２ 認知症対策の取組目標、※３ リハビリテーションに関する取組目標 

※４ 介護給付適正化の取組目標  
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第７章 計画の推進 

１ 保健・医療・福祉の連携体制の構築 

高齢者の健康的な生活の持続のために、必要な人が必要なサービスを受けられるよう保健・

医療・福祉等、関係機関の連携や一体的な取組が必要です。 

今後さらに高齢者福祉を促進するために、引き続き地域ケア会議や関係者連絡会を開催して

いきます。 

また、福祉を担う人材の不足が続いていることから、町民のボランティア活動の促進に努め

ます。 

 

２ 行政等の体制 

（１）推進体制 

本計画における高齢者保健福祉施策の推進については、関係部署が連携をとり、より効果

的で効率的な施策の実施に努めます。 

また、介護保険事業や地域支援事業は、地域包括支援センターを中心とした行政機関や関

連する各機関の連携・支援により、地域で生活する高齢者やその家族のニーズに応えられる

サービスの提供に努めます。 

 

（２）計画の点検 

本計画は計画期間の最終年度である令和８年度に改定を行うことになりますが、改定作業

にあたっては、計画に定めた内容を継続的に点検し、検討していくことが必要です。特に介

護保険サービスについては、保険料水準に対応したサービスの利用量や供給量だけではなく、

利用者が満足するサービスが提供されているかなどを含めた総合的な点検を推進します。 

高齢者保健福祉計画については、各施策の実施・運営等について点検を行い、計画の適正

な推進に努めます。 

 

３ 計画の普及・啓発 

介護保険事業の見直しを機に再構築された高齢者保健福祉サービスが、実質的に高齢者の

生活を支えるものとなるためには、その趣旨や仕組みを広く町民に理解してもらい、積極的

に利用してもらうことが重要です。 

将来的に、高齢者が住み慣れた地域において健康で生き生きした生活を続けられるよう、

介護保険サービスのほかに、高齢者の自立生活を支える福祉サービスや、生活習慣病等を予

防し高齢者の健康を守る保健サービスについて、広く町民に周知を図り、事業の普及・啓発

に努めます。 
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